
 

第２２期第２２回 

松浦海区漁業調整委員会  

 

日時 令和5年3月29日（水）10時～ 

場所 唐津市水産会館 多目的ホール 

（唐津市海岸通り 7182－217） 
  

次    第 
 

１ 開  会 

 

２ 議  題 

 

（１） 令和５年（2023 年）度もじゃこまき網漁業の許可方針（案）につい 

て（諮問）                           Ｐ2 ～Ｐ4 

 

（２） ぶり（もじゃこ）特別採捕許可方針（案）について（諮問）    Ｐ5 ～Ｐ7 

 

（３） 松浦海区における共同漁業、定置漁業及び区画漁業の漁場計画（案） 

について（諮問）                       Ｐ8 ～Ｐ51 

 

（４） 漁場計画に係る公聴会の開催について（協議）          Ｐ52  

 

（５） 佐賀玄海漁業協同組合における試験養殖について（協議） 

１ 肥前統括支所駄竹地区（ヒオウギガイ） 

２ 唐津市統括支所唐房地区（ワカメ） 

３ 唐津市統括支所湊地区（アカウニ・アワビ）          Ｐ53 ～Ｐ92 

                         

（６） くろまぐろに関する令和４管理年度における知事管理漁獲可能量の 

変更について（報告）                                        Ｐ93 ～Ｐ94 

 

（７） 第４２回 日本海・九州西広域漁業調整委員会について（報告）  Ｐ95 ～Ｐ96 

 

（８） 海区漁業調整委員会事務局設置規程の一部改正について（報告）  Ｐ97 ～Ｐ99 

 

（９） その他 
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令和５年（2023年）度もじゃこまき網漁業許可方針 

 

第１ 制限措置 

（１）漁業種類 

もじゃこまき網漁業 

（２）許可又は起業の認可をすべき船舶の数 

     １０隻 

（３）船舶の総トン数 

     制限なし 

（４）推進機関の馬力数 

     制限なし 

（５）操業区域 

     佐賀県玄海海域 

（６）漁業時期 

     令和５年５月２０日から令和５年６月１１日まで 

（７）漁業を営む者の資格 

     ①第１種区画漁業権（魚類小割式養殖業）の行使者のうち、ぶり養殖 

業を営む者 

②佐賀県において漁港機能を有する施設を拠点として漁業を営もうと 

する者  

     ③佐賀県の漁船原簿に登録されている船舶を使用する権利を有する者 

④佐賀県漁業調整規則（令和２年佐賀県規則第６３号）第１０条第 

１項各号のいずれにも該当しない者 

⑤適切な資源管理を実践できる者 

⑥漁業の生産力の向上に努めようとする者 

第２ 許可の有効期間 

    令和５年５月２０日から令和５年１０月３１日まで 

第３ 申請すべき期間 

   令和５年４月５日から令和５年４月２８日まで 

第４ 許可の基準 

   第１（７）に定める資格を有し、第１（１）に定める漁業を営もうとす

る者。ただし、第１（２）に定める隻数を超える場合は、次に掲げる優先

順位とする。また、同順位である者相互間の優先順位は抽選による。 

なお、規則第９条第１項第２号に該当する場合は、この限りでない。 
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（１）第１種区画漁業権（魚類小割式養殖業）の行使者のうち、現在「ぶり 

養殖業」を営んでいる者 

（２）第１種区画漁業権（魚類小割式養殖業）の行使者のうち、新たに「ぶ

    り養殖業」を営もうとする者 

第５ 条件  

   １  共同漁業権漁場内で操業してはならない。 
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ぶり（もじゃこ）特別採捕許可方針 

 

  令和５年（2023年）度における、ぶり（もじゃこ）の特別採捕の許可につい

ては、次の方針により処理する。 

 

１  適用除外の事項 

 

      佐賀県漁業調整規則第37条第１項 

 

２  使用漁具及び漁法 

 

      まき網、すくい網（まき網を使用する場合は、もじゃこまき網漁業に係

る知事の許可を受けなければならない。） 

 

３  採捕区域 

 

      佐賀県玄海海域 

    

４  採捕期間 

 

   令和５年（2023年）５月２０日から令和５年（2023年）６月１１日まで 
 

 

５  許可の有効期間 

 

   令和５年（2023年）５月２０日から令和５年（2023年）１０月３１日まで 

 

６  許可隻数 

 

      １０隻 
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７  条件 

（１）共同漁業権漁場で操業してはならない。 

  （２）もじゃこの総採捕尾数は、各年度定めた採捕数量計画尾数を按分した

尾数以内とする。 

  （３）採捕したもじゃこは、10月31日まで販売してはならない。 

  （４）採捕する網目の目合は、1.2センチメ－トル以上（26節以内）とする。 

  （５）操業中は別に定める標旗を掲げなければならない。 

（６）漁期終了後は、速やかに採捕尾数実績報告書を提出しなければならな

い。 

  標旗 
 

 

      地  色：桃 色 

 

      文字色：白 色 

  ５年（2023年）度許可番号 第    号 

 

           も じ ゃ こ 

 

                          佐賀県 

 

 

 

８ 許可の対象 

（１）第１種区画漁業権（魚類小割式養殖業）の行使者のうち、ぶり養殖業 

を営む者 

（２）佐賀県において漁港機能を有する施設を拠点として漁業を営もうと 

する者 

 （３）佐賀県の漁船原簿に登録されている船舶を使用する権利を有する者 
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漁場計画（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（令和５年 3 月） 
 

佐 賀 県 松 浦 海 区 
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共 同 漁 業  
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１ 共同漁業  
（１） 公示番号 別表第１のとおり 
（２） 免許の内容たるべき事項 

ア 漁業の種類 別表第１のとおり 
イ 漁業の名称 別表第１のとおり 
ウ 漁業の時期 別表第１のとおり 
エ 漁場の位置 別表第１のとおり 
オ 漁場の区域 別表第１のとおり 

（３） 免許予定日  令和５年９月１日 

（４） 申 請 期 間  令和５年６月１日から令和５年７月３日まで 

（５） 関係地区 別表第１のとおり 
 
備考 

 存 続期 間   令和５年９月１日から令和１５年８月３１日まで 

 漁場計画図  別図第１のとおり  
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別表第１

公  示
番  号

漁業の
種　類

漁 業 の 時 期 漁場の位置 漁  場  の  区  域
個別漁業権又は
団体漁業権の別

関係地区

松　共 第１種 あわび      　 漁業 12月21日から翌年10月31日まで 唐津市浜玉町 団体漁業権 唐津市浜玉町

第１号 共同漁業 さざえ      　 漁業 １月１日から　　12月31日まで 及び唐津市鏡

ばい　 漁業 １月１日から　　12月31日まで 地先

あさり      　 漁業 １月１日から　　12月31日まで
はまぐり   　 漁業 １月１日から　　12月31日まで
もがい      　 漁業 １月１日から　　12月31日まで 点ア　北緯　 33度 28分 12秒

にし 漁業 １月１日から　　12月31日まで 　　　東経　130度  2分 22秒　

うに　 漁業 １月１日から　　12月31日まで （基点共第１号：佐賀県と福岡県との境界（包石）に
なまこ      　 漁業 10月１日から翌年３月31日まで 　設置した標識）

たこ　 漁業 １月１日から　　12月31日まで 点イ　北緯　 33度 28分 34秒
わかめ      　 漁業 12月１日から翌年７月31日まで 　　　東経　130度  2分  8秒

ふのり      　 漁業 ２月１日から　　６月30日まで （基点共第１号から長崎県壱岐市芦辺町名島本島

ひじき      　 漁業 11月１日から翌年５月31日まで 　中央見通し線上、同基点から750メートルの点）

もずく      　 漁業 ２月１日から　　６月30日まで 点ウ　北緯　 33度 27分  8秒

ひとえぐさ　　 漁業 10月１日から翌年６月30日まで 　　　東経　130度  1分  0秒
あまのり    　 漁業 10月１日から翌年４月30日まで 点エ　北緯　 33度 26分 45秒

てんぐさ    　 漁業 ２月１日から　　９月30日まで 　　　東経　130度  1分  3秒

えごのり    　 漁業 ４月１日から　　８月31日まで
第２種 雑魚小型定置網 漁業 １月１日から　　12月31日まで
共同漁業 雑魚磯建網 漁業 １月１日から　　12月31日まで

雑魚かご 漁業 １月１日から　　12月31日まで

いかかご 漁業 ４月１日から　　７月31日まで

松　共 第１種 あわび 漁業 12月21日から翌年10月31日まで 唐津市鏡から 団体漁業権 唐津市東唐津
第２号 共同漁業 さざえ      　 漁業 １月１日から　　12月31日まで 同市二タ子江 一丁目、東唐

ばい 漁業 １月１日から　　12月31日まで ノ尻川に至る 津二丁目、東

あさり 漁業 １月１日から　　12月31日まで 間の地先 津三丁目及び

はまぐり 漁業 １月１日から　　12月31日まで 東唐津四丁目

あかがい 漁業 １月１日から　　12月31日まで
もがい 漁業 １月１日から　　12月31日まで 点ア　北緯　 33度　26分　45秒

たいらぎ 漁業 １月１日から　　12月31日まで 　　　東経　130度　 1分 　3秒

なまこ 漁業 10月１日から翌年３月31日まで 点イ　北緯　 33度　27分　 2秒

たこ 漁業 １月１日から　　12月31日まで 　　　東経　130度 　1分　 1秒　

ひとえぐさ 漁業 10月１日から翌年６月30日まで 点ウ　北緯　 33度　27分　38秒
あまのり    　 漁業 10月１日から翌年４月30日まで 　　　東経　129度　57分　59秒　

第２種 雑魚小型定置網 漁業 １月１日から　　12月31日まで 点エ　北緯　 33度　27分　30秒
共同漁業 雑魚磯建網 漁業 １月１日から　　12月31日まで 　　　東経　129度　57分　42秒　

雑魚かご 漁業 １月１日から　　12月31日まで

いかかご 漁業 ４月１日から　　７月31日まで

松　共 第１種 あわび 漁業 12月21日から翌年10月31日まで 唐津市高島地 団体漁業権 唐津市高島
第３号 共同漁業 さざえ 漁業 １月１日から　　12月31日まで 先

ばい 漁業 １月１日から　　12月31日まで

にな 漁業 １月１日から　　12月31日まで

うに 漁業 １月１日から　　12月31日まで 点ア　北緯　 33度　29分　27秒

なまこ 漁業 10月１日から翌年３月31日まで 　　　東経　130度 　0分　19秒　

たこ 漁業 １月１日から　　12月31日まで 点イ　北緯　 33度　28分　49秒

わかめ 漁業 12月１日から翌年７月31日まで 　　　東経　129度　59分　55秒　

ふのり     　 漁業 ２月１日から　　６月30日まで 点ウ　北緯　 33度　28分　21秒

ひじき 漁業 11月１日から翌年５月31日まで 　　　東経　130度 　0分　 1秒　

てんぐさ 漁業 ２月１日から　　９月30日まで 点エ　北緯 　33度　28分　 3秒
第２種 雑魚小型定置網 漁業 １月１日から　　12月31日まで 　　　東経　129度　59分　37秒　
共同漁業 雑魚磯建網　　 漁業 １月１日から　　12月31日まで 点オ　北緯 　33度　28分　10秒

雑魚かご   漁業 １月１日から　　12月31日まで 　　　東経　129度　58分　49秒　
いかかご  漁業 ４月１日から　　７月31日まで 点カ　北緯　 33度　28分　44秒

　　　東経　129度　58分　48秒　

点キ　北緯 　33度　29分 　4秒
　　　東経　129度　59分 　2秒　

点ク　北緯 　33度　29分　13秒
　　　東経　129度　59分　44秒　

松　共 第１種 あわび 漁業 12月21日から翌年10月31日まで 唐津市鳥島周 団体漁業権 唐津市西唐津
第24号 共同漁業 とこぶし 漁業 １月１日から　　12月31日まで 辺から同市藤 唐津市大島

さざえ 漁業 １月１日から　　12月31日まで 崎通りと佐志 唐津市唐房

ばい 漁業 １月１日から　　12月31日まで との境界に至

あさり 漁業 １月１日から　　12月31日まで る間の地先

はまぐり 漁業 １月１日から　　12月31日まで 　　及び

うに 漁業 １月１日から　　12月31日まで 唐津市妙見と 点ア　北緯　 33度　28分　11秒

なまこ 漁業 10月１日から翌年３月31日まで 同市佐志の境 　　　東経　129度　58分 　1秒　

たこ 漁業 １月１日から　　12月31日まで 界から同市鳩 点イ　北緯　 33度　27分　43秒

わかめ 漁業 12月１日から翌年７月31日まで 川と同市相賀 　　　東経　129度　58分　11秒　

ふのり 漁業 ２月１日から　　６月30日まで の境界に至る 点ウ　北緯 　33度　27分　40秒

ひじき 漁業 11月１日から翌年５月31日まで 間の地先 　　　東経　129度　58分　50秒　

もずく 漁業 ２月１日から　　６月30日まで 点エ　北緯 　33度　28分 　5秒

ひとえぐさ 漁業 10月１日から翌年６月30日まで 　　　東経　129度　58分　57秒　

あまのり 漁業 10月１日から翌年４月30日まで 点オ　北緯 　33度　28分　16秒

てんぐさ 漁業 ２月１日から　　９月30日まで 　　　東経　129度　58分　31秒　

えごのり 漁業 ４月１日から　　８月31日まで 点カ　北緯 　33度　29分　22秒

かじめ     漁業 12月１日から翌年８月31日まで 　　　東経　129度　58分　15秒　
第２種 雑魚小型定置網 漁業 １月１日から　　12月31日まで 点キ　北緯　 33度　29分　19秒
共同漁業 雑魚磯建網 漁業 １月１日から　　12月31日まで 　　　東経　129度　57分　25秒　

雑魚かご 漁業 １月１日から　　12月31日まで 点ク　北緯 　33度　29分　59秒

いかかご 漁業 ４月１日から　　７月31日まで 　　　東経　129度　57分　44秒　

点ケ　北緯　 33度　30分 　7秒

　　　東経　129度　57分 　7秒　
点コ　北緯　 33度　28分　28秒

　　　東経　129度　56分　33秒　
点サ　北緯　 33度　28分　42秒

　　　東経　129度　56分　34秒　

点シ　北緯 　33度　29分 　1秒
　　　東経　129度　56分　51秒　

点ス　北緯　 33度　28分　48秒

　　　東経　129度　57分　21秒　
点セ　北緯　 33度　29分 　7秒

　　　東経　129度　57分　29秒　
点ソ　北緯 　33度　29分　 1秒

　　　東経　129度　57分　40秒　

あなごかご
(うけ含む｡)

漁業 １月１日から　　12月31日まで

うなぎかご
(うけ含む｡)

漁業 １月１日から　　12月31日まで

  次のア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ、ク、ケ及びアの各点を順次
に結んだ直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域。

漁業の名称

あなごかご
(うけ含む｡)

漁業 １月１日から　　12月31日まで

 次のア、イ、ウ及びエの各点を順次に結んだ直線と最大高潮時海
岸線とによって囲まれた区域。ただし、玉島川はＪＲ筑肥線鉄橋
下流端まで、横田川は横田川橋下流端までとする。

 次のア、イ、ウ及びエを順次に結んだ直線と最大高潮時海岸線と
によって囲まれた区域。ただし、松浦川は唐津市和多田の佐用姫
橋東端に設置した漁場境界標識を基点とした真方位57度44分47秒
の線まで、町田川は歩道橋下流端まで、江ノ尻川は江ノ尻川橋下
流端まで、その他の河川は河口までとする。

あなごかご
(うけ含む｡)

　次のア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ、ク及びケの各点を順次に結
んだ直線とコ、サ、シ、ス、セ及びソの各点を順次に結んだ直線
と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域。ただし、佐志川は
八幡橋下流端まで、浦川は浦川橋下流端まで、その他の河川は河
口までとする。

漁業 １月１日から　　12月31日まで

あなごかご
(うけ含む｡) 漁業 １月１日から　　12月31日まで

うなぎかご
(うけ含む｡)

漁業 １月１日から　　12月31日まで
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別表第１

公  示
番  号

漁業の
種　類

漁 業 の 時 期 漁場の位置 漁  場  の  区  域
個別漁業権又は
団体漁業権の別

関係地区漁業の名称

松　共 第１種 あわび 漁業 12月21日から翌年10月31日まで 唐津市相賀地 団体漁業権 唐津市相賀

第６号 共同漁業 さざえ 漁業 １月１日から　　12月31日まで 先

ばい 漁業 １月１日から　　12月31日まで

にな 漁業 １月１日から　　12月31日まで

あさり 漁業 １月１日から　　12月31日まで 点ア　北緯　 33度　30分 　7秒

はまぐり 漁業 １月１日から　　12月31日まで 　　　東経　129度　57分　 7秒　

うに 漁業 １月１日から　　12月31日まで 点イ　北緯　 33度　29分　59秒

なまこ 漁業 10月１日から翌年３月31日まで 　　　東経　129度　57分　44秒　

たこ 漁業 １月１日から　　12月31日まで 点ウ　北緯　 33度　30分　32秒

わかめ 漁業 12月１日から翌年７月31日まで 　　　東経　129度　58分　32秒　

ふのり 漁業 ２月１日から　　６月30日まで 点エ　北緯　 33度　31分　 5秒

ひじき 漁業 11月１日から翌年５月31日まで 　　　東経　129度　58分　25秒　

もずく 漁業 ２月１日から　　６月30日まで 点オ　北緯　 33度　31分　16秒

ひとえぐさ 漁業 10月１日から翌年６月30日まで 　　　東経　129度　57分　55秒　

あまのり 漁業 10月１日から翌年４月30日まで 点カ　北緯　 33度　31分　 8秒

てんぐさ 漁業 ２月１日から　　９月30日まで 　　　東経　129度　57分　24秒　

えごのり 漁業 ４月１日から　　８月31日まで

かじめ 漁業 12月１日から翌年８月31日まで
第２種 雑魚小型定置網 漁業 １月１日から　　12月31日まで
共同漁業 雑魚磯建網 漁業 １月１日から　　12月31日まで

雑魚かご 漁業 １月１日から　　12月31日まで

いかかご 漁業 ４月１日から　　７月31日まで

松　共 第１種 あわび 漁業 12月21日から翌年10月31日まで 唐津市神集島 団体漁業権 唐津市神集島
第７号 共同漁業 とこぶし 漁業 １月１日から　　12月31日まで 地先

さざえ 漁業 １月１日から　　12月31日まで
にな 漁業 １月１日から　　12月31日まで

あさり 漁業 １月１日から　　12月31日まで 点ア　北緯　 33度　31分　16秒

うに 漁業 １月１日から　　12月31日まで 　　　東経　129度　57分　55秒　

なまこ 漁業 10月１日から翌年３月31日まで 点イ　北緯　 33度　31分　39秒

たこ 漁業 １月１日から　　12月31日まで 　　　東経　129度　59分　22秒　

わかめ 漁業 12月１日から翌年７月31日まで 点ウ　北緯　 33度　32分　27秒

ふのり 漁業 ２月１日から　　６月30日まで 　　　東経　129度　59分　20秒　

ひじき 漁業 11月１日から翌年５月31日まで 点エ　北緯　 33度　32分　57秒

もずく 漁業 ２月１日から　　６月30日まで 　　　東経　129度　58分　32秒　

てんぐさ 漁業 ２月１日から　　９月30日まで 点オ　北緯 　33度　32分　36秒

かじめ 漁業 12月１日から翌年８月31日まで 　　　東経　129度　57分　39秒　
第２種 雑魚小型定置網 漁業 １月１日から　　12月31日まで 点カ　北緯　 33度　31分　45秒
共同漁業 雑魚磯建網 漁業 １月１日から　　12月31日まで 　　　東経　129度　57分　41秒　

　　　東経　129度　57分　41秒　

松　共 第１種 あわび 漁業 12月21日から翌年10月31日まで 唐津市湊町と 団体漁業権 唐津市湊町及

第８号 共同漁業 とこぶし 漁業 １月１日から　　12月31日まで 同市相賀の境 び同市屋形石

さざえ 漁業 １月１日から　　12月31日まで 界から同市屋

ばい 漁業 １月１日から　　12月31日まで 形石と同市呼

にな 漁業 １月１日から　　12月31日まで 子町との境界 点ア　北緯　 33度　31分 　8秒

あさり 漁業 １月１日から　　12月31日まで に至る間の地 　　　東経　129度　57分　24秒　

はまぐり 漁業 １月１日から　　12月31日まで 先 点イ　北緯　 33度　31分　16秒

うに 漁業 １月１日から　　12月31日まで 　　　東経　129度　57分　55秒　

なまこ 漁業 10月１日から翌年３月31日まで 点ウ　北緯　 33度　31分　45秒

たこ 漁業 １月１日から　　12月31日まで 　　　東経　129度　57分　41秒　

わかめ 漁業 12月１日から翌年７月31日まで 点エ　北緯　 33度　32分　36秒

ふのり 漁業 ２月１日から　　６月30日まで 　　　東経　129度　57分　39秒　

ひじき 漁業 11月１日から翌年５月31日まで 点オ　北緯 　33度　33分　14秒

もずく 漁業 ２月１日から　　６月30日まで 　　　東経　129度　55分　21秒　

ひとえぐさ 漁業 10月１日から翌年６月30日まで 点カ　北緯 　33度　32分　31秒

あまのり 漁業 10月１日から翌年４月30日まで 　　　東経　129度　55分 　2秒　

てんぐさ 漁業 ２月１日から　　９月30日まで

えごのり 漁業 ４月１日から　　８月31日まで
かじめ      　 漁業 12月１日から翌年８月31日まで

第２種 雑魚小型定置網 漁業 １月１日から　　12月31日まで
共同漁業 雑魚磯建網 漁業 １月１日から　　12月31日まで

雑魚かご 漁業 １月１日から　　12月31日まで

松　共 第１種 あわび 漁業 12月21日から翌年10月31日まで 唐津市屋形石 団体漁業権 唐津市呼子町
第９号 共同漁業 とこぶし 漁業 １月１日から　　12月31日まで と同市呼子町 大字大友、大

さざえ 漁業 １月１日から　　12月31日まで との境界から 字小友及び大

ばい 漁業 １月１日から　　12月31日まで 同市呼子町大 字呼子

うに 漁業 １月１日から　　12月31日まで 字呼子と同町 点ア　北緯　 33度　32分　31秒  

なまこ 漁業 10月１日から翌年３月31日まで 大字小友との 　　　東経　129度　55分　 2秒　

たこ 漁業 １月１日から　　12月31日まで 境界に至る間 点イ　北緯　 33度　33分　15秒

わかめ 漁業 12月１日から翌年７月31日まで の地先 　　　東経　129度　55分　21秒　

ふのり 漁業 ２月１日から　　６月30日まで 点ウ　北緯　 33度　33分　23秒

ひじき 漁業 11月１日から翌年５月31日まで 　　　東経　129度　54分　35秒　

ひとえぐさ 漁業 10月１日から翌年６月30日まで 点エ　北緯 　33度　33分　20秒

あまのり 漁業 10月１日から翌年４月30日まで 　　　東経　129度　54分　10秒　

てんぐさ 漁業 ２月１日から　　９月30日まで 点オ　北緯 　33度　32分　43秒

かじめ 漁業 12月１日から翌年８月31日まで 　　　東経　129度　54分 　4秒　
第２種 雑魚小型定置網 漁業 １月１日から　　12月31日まで
共同漁業 雑魚磯建網 漁業 １月１日から　　12月31日まで

雑魚かご 漁業 １月１日から　　12月31日まで

いかかご 漁業 ４月１日から　　７月31日まで

松　共 第１種 あわび 漁業 12月21日から翌年10月31日まで 唐津市呼子町 団体漁業権 唐津市呼子町

第10号 共同漁業 さざえ 漁業 １月１日から　　12月31日まで 大字小友と同 大字呼子

うに 漁業 １月１日から　　12月31日まで 町大字呼子と

なまこ 漁業 10月１日から翌年３月31日まで の境界から同

たこ 漁業 １月１日から　　12月31日まで 市呼子町と同 点ア　北緯　 33度　32分　43秒

わかめ 漁業 12月１日から翌年７月31日まで 市鎮西町との 　　　東経　129度　54分 　4秒　

ふのり 漁業 ２月１日から　　６月30日まで 境界に至る間 点イ　北緯　 33度　33分　20秒

ひじき 漁業 11月１日から翌年５月31日まで の地先 　　　東経　129度　54分　10秒　

てんぐさ 漁業 ２月１日から　　９月30日まで 点ウ　北緯 　33度　33分　17秒

かじめ 漁業 12月１日から翌年８月31日まで 　　　東経　129度　53分　53秒　
第２種 雑魚小型定置網 漁業 １月１日から　　12月31日まで 点エ　北緯　 33度　32分　25秒
共同漁業 雑魚磯建網 漁業 １月１日から　　12月31日まで 　　　東経　129度　52分　40秒　

いかかご 漁業 ４月１日から　　７月31日まで 点オ　北緯　 33度　31分　49秒
　　　東経　129度　52分　55秒　

点カ　北緯　 33度　31分　36秒
　　　東経　129度　52分　51秒　

点キ　北緯　 33度　31分　35秒

　　　東経　129度　53分 　2秒　

あなごかご
(うけ含む｡)

漁業 １月１日から　　12月31日まで

　次のア、イ、ウ、エ、オ及びカの各点を順次に結んだ直線と最
大高潮時海岸線とによって囲まれた区域。ただし、河川は河口ま
でとする。

あなごかご
(うけ含む。)

漁業 １月１日から　　12月31日まで 

　次のア、イ、ウ、エ、オ及びカの各点を順次に結んだ直線と最
大高潮時海岸線とによって囲まれた区域。

　次のア、イ、ウ、エ、オ及びカの各点を順次に結んだ直線と最
大高潮時海岸線とによって囲まれた区域。ただし、河川は河口ま
でとする。

　次のア、イ、ウ、エ及びオの各点を順次に結んだ直線と最大高
潮時海岸線とによって囲まれた区域。ただし、河川は河口までと
する。

　次のア、イ、ウ、エ、オ、カ及びキの各点を順次に結んだ直線
と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域。ただし、河川は河
口までとする。
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別表第１

公  示
番  号

漁業の
種　類

漁 業 の 時 期 漁場の位置 漁  場  の  区  域
個別漁業権又は
団体漁業権の別

関係地区漁業の名称

松　共 第１種 あわび 漁業 12月21日から翌年10月31日まで 唐津市呼子町 団体漁業権 唐津市呼子町

第11号 共同漁業 とこぶし 漁業 １月１日から　　12月31日まで 加部島地先 大字加部島

さざえ 漁業 １月１日から　　12月31日まで

にな 漁業 １月１日から　　12月31日まで

うに 漁業 １月１日から　　12月31日まで 点ア　北緯　 33度　33分　23秒

なまこ 漁業 10月１日から翌年３月31日まで 　　　東経　129度　54分　35秒　

たこ 漁業 １月１日から　　12月31日まで 点イ　北緯　 33度　33分　43秒

わかめ 漁業 12月１日から翌年７月31日まで 　　　東経　129度　54分　36秒　

ふのり 漁業 ２月１日から　　６月30日まで 点ウ　北緯 　33度　34分　34秒

ひじき 漁業 11月１日から翌年５月31日まで 　　　東経　129度　52分　54秒　

もずく 漁業 ２月１日から　　６月30日まで 点エ　北緯　 33度　33分　53秒

ひとえぐさ 漁業 10月１日から翌年６月30日まで 　　　東経　129度　52分　 7秒　

あまのり 漁業 10月１日から翌年４月30日まで 点オ　北緯 　33度　32分　39秒

てんぐさ 漁業 ２月１日から　　９月30日まで 　　　東経　129度　52分 　8秒　

かじめ 漁業 12月１日から翌年８月31日まで 点カ　北緯 　33度　32分　25秒
第２種 雑魚小型定置網 漁業 １月１日から　　12月31日まで 　　　東経　129度　52分　40秒　
共同漁業 雑魚磯建網 漁業 １月１日から　　12月31日まで 点キ　北緯 　33度　33分　17秒

　　　東経　129度　53分　53秒　

松　共 第１種 あわび 漁業 12月21日から翌年10月31日まで 唐津市呼子町 団体漁業権 唐津市呼子町
第12号 共同漁業 とこぶし 漁業 １月１日から　　12月31日まで 小川島地先 小川島

さざえ 漁業 １月１日から　　12月31日まで

にな 漁業 １月１日から　　12月31日まで
うに 漁業 １月１日から　　12月31日まで 点ア　北緯　 33度　36分　29秒

なまこ 漁業 10月１日から翌年３月31日まで 　　　東経　129度　54分　31秒　

たこ 漁業 １月１日から　　12月31日まで 点イ　北緯　 33度　34分　48秒

わかめ 漁業 12月１日から翌年７月31日まで 　　　東経　129度　54分　59秒　

ふのり 漁業 ２月１日から　　６月30日まで 点ウ　北緯 　33度　34分　27秒

ひじき 漁業 11月１日から翌年５月31日まで 　　　東経　129度　54分　20秒　

もずく 漁業 ２月１日から　　６月30日まで 点エ　北緯　 33度　35分　30秒

ひとえぐさ 漁業 10月１日から翌年６月30日まで 　　　東経　129度　53分 　3秒　

あまのり 漁業 10月１日から翌年４月30日まで 点オ　北緯　 33度　36分　47秒

てんぐさ 漁業 ２月１日から　　９月30日まで 　　　東経　129度　53分　 9秒　

かじめ 漁業 12月１日から翌年８月31日まで
かめのて　　　 漁業 １月１日から　　12月31日まで

第２種 雑魚小型定置網 漁業 １月１日から　　12月31日まで
共同漁業 雑魚磯建網 漁業 １月１日から　　12月31日まで

いかかご 漁業 ４月１日から　　７月31日まで

松　共 第１種 あわび 漁業 12月21日から翌年10月31日まで 唐津市鎮西町 団体漁業権 唐津市鎮西町

第13号 共同漁業 とこぶし 漁業 １月１日から　　12月31日まで と同市呼子町 大字名護屋

さざえ 漁業 １月１日から　　12月31日まで の境界から同

にな 漁業 １月１日から　　12月31日まで 市鎮西町波戸

あさり 漁業 １月１日から　　12月31日まで 魚見鼻水流れ 点ア　北緯　 33度　31分　37秒

うに 漁業 １月１日から　　12月31日まで に至る間の地 　　　東経　129度　52分　42秒　

なまこ 漁業 10月１日から翌年３月31日まで 先 点イ　北緯 　33度　31分　36秒

たこ 漁業 １月１日から　　12月31日まで 　　　東経　129度　52分　51秒　

わかめ 漁業 12月１日から翌年７月31日まで 点ウ　北緯　 33度　31分　49秒

ふのり 漁業 ２月１日から　　６月30日まで 　　　東経　129度　52分　55秒　

ひじき 漁業 11月１日から翌年５月31日まで 点エ　北緯　 33度　32分　25秒

もずく 漁業 ２月１日から　　６月30日まで 　　　東経　129度　52分　40秒　

ひとえぐさ 漁業 10月１日から翌年６月30日まで 点オ　北緯 　33度　32分　39秒

あまのり 漁業 10月１日から翌年４月30日まで 　　　東経　129度　52分 　8秒　

てんぐさ 漁業 ２月１日から　　９月30日まで 点カ　北緯 　33度　32分　43秒

かじめ 漁業 12月１日から翌年８月31日まで 　　　東経　129度　52分　 8秒　
第２種 雑魚小型定置網 漁業 １月１日から　　12月31日まで 点キ　北緯 　33度　32分　37秒
共同漁業 雑魚磯建網 漁業 １月１日から　　12月31日まで 　　　東経　129度　51分　32秒　

いか敷網 漁業 １月１日から　　４月30日まで
雑魚かご　　 漁業 １月１日から　　12月31日まで

松　共 第１種 あわび 漁業 12月21日から翌年10月31日まで 唐津市鎮西町 団体漁業権 唐津市鎮西町

第14号 共同漁業 とこぶし 漁業 １月１日から　　12月31日まで 魚見鼻水流れ 大字波戸

さざえ 漁業 １月１日から　　12月31日まで から寺田川に

にな 漁業 １月１日から　　12月31日まで 至る間の地先

いがい 漁業 １月１日から　　12月31日まで 点ア　北緯　 33度　32分　37秒

うに 漁業 １月１日から　　12月31日まで 　　　東経　129度　51分　32秒　

なまこ 漁業 10月１日から翌年３月31日まで 点イ　北緯　 33度　32分　43秒

たこ 漁業 １月１日から　　12月31日まで 　　　東経　129度　52分 　8秒　

わかめ 漁業 12月１日から翌年７月31日まで 点ウ　北緯 　33度　33分　16秒

ふのり 漁業 ２月１日から　　６月30日まで 　　　東経　129度　52分　 7秒　

ひじき 漁業 11月１日から翌年５月31日まで 点エ　北緯　 33度　33分　59秒

もずく 漁業 ２月１日から　　６月30日まで 　　　東経　129度　51分  20秒　

ひとえぐさ 漁業 10月１日から翌年６月30日まで 点オ　北緯　 33度　33分　57秒

あまのり 漁業 10月１日から翌年４月30日まで 　　　東経　129度　50分　21秒　

てんぐさ 漁業 ２月１日から　　９月30日まで 点カ　北緯　 33度　33分 　3秒

えごのり 漁業 ４月１日から　　８月31日まで 　　　東経　129度　50分　31秒　

かじめ 漁業 12月１日から翌年８月31日まで 点キ　北緯 　33度　32分　56秒
第２種 雑魚小型定置網 漁業 １月１日から　　12月31日まで 　　　東経　129度　50分　57秒　
共同漁業 雑魚磯建網　 漁業 １月１日から　　12月31日まで

雑魚かご　　 漁業 １月１日から　　12月31日まで
松　共 第１種 あわび 漁業 12月21日から翌年10月31日まで 唐津市鎮西町 団体漁業権 唐津市鎮西町
第15号 共同漁業 とこぶし 漁業 １月１日から　　12月31日まで 寺田川川口か 大字名護屋及

さざえ 漁業 １月１日から　　12月31日まで ら同町串崎に び大字串

にな 漁業 １月１日から　　12月31日まで 至る間の地先

あさり 漁業 １月１日から　　12月31日まで 点ア　北緯　 33度　32分　56秒

うに 漁業 １月１日から　　12月31日まで 　　　東経　129度　50分　57秒　

なまこ 漁業 10月１日から翌年３月31日まで 点イ　北緯　 33度　33分　 3秒

たこ 漁業 １月１日から　　12月31日まで 　　　東経　129度　50分　31秒　

わかめ 漁業 12月１日から翌年７月31日まで 点ウ　北緯 　33度　31分　54秒

ふのり 漁業 ２月１日から　　６月30日まで 　　　東経　129度　49分　49秒　

ひじき 漁業 11月１日から翌年５月31日まで 点エ　北緯 　33度　31分　28秒

もずく 漁業 ２月１日から　　６月30日まで 　　　東経　129度　50分　25秒　

ひとえぐさ 漁業 10月１日から翌年６月30日まで
あまのり 漁業 10月１日から翌年４月30日まで

てんぐさ 漁業 ２月１日から　　９月30日まで

かじめ 漁業 12月１日から翌年８月31日まで
第２種 雑魚小型定置網 漁業 １月１日から　　12月31日まで
共同漁業 雑魚磯建網 漁業 １月１日から　　12月31日まで

雑魚かご 漁業 １月１日から　　12月31日まで

いかかご 漁業 ２月１日から　　４月30日まで

　次のア、イ、ウ、エ、オ、カ及びキの各点を順次に結んだ直線
と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域。

　次のア、イ、ウ、エ及びオの各点を順次に結んだ直線と最大高
潮時海岸線とによって囲まれた区域。

　次のア、イ、ウ、エ、オ、カ及びキの各点を順次に結んだ直線
と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域。ただし、河川は河
口までとする。

　次のア、イ、ウ、エ、オ、カ及びキの各点を順次に結んだ直線
と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域。ただし、河川は河
口までとする。

　次のア、イ、ウ及びエの各点を順次に結んだ直線と最大高潮時
海岸線とによって囲まれた区域。ただし、河川は河口までとす
る。
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別表第１

公  示
番  号

漁業の
種　類

漁 業 の 時 期 漁場の位置 漁  場  の  区  域
個別漁業権又は
団体漁業権の別

関係地区漁業の名称

松　共 第１種 あわび 漁業 12月21日から翌年10月31日まで 唐津市鎮西町 団体漁業権 唐津市鎮西町

第16号 共同漁業 とこぶし 漁業 １月１日から　　12月31日まで 加唐島及び松 加唐島及び松

さざえ 漁業 １月１日から　　12月31日まで 島地先 島

にな 漁業 １月１日から　　12月31日まで

いがい 漁業 １月１日から　　12月31日まで 点ア　北緯　 33度　37分　29秒

うに 漁業 １月１日から　　12月31日まで 　　　東経　129度　52分　12秒　

なまこ 漁業 10月１日から翌年３月31日まで 点イ　北緯　 33度　35分　56秒

たこ 漁業 １月１日から　　12月31日まで 　　　東経　129度　52分　33秒　

わかめ 漁業 12月１日から翌年７月31日まで 点ウ　北緯 　33度　34分　51秒

ふのり 漁業 ２月１日から　　６月30日まで 　　　東経　129度　52分　30秒　

ひじき 漁業 11月１日から翌年５月31日まで 点エ　北緯 　33度　34分　43秒

もずく 漁業 １月１日から　　６月30日まで 　　　東経　129度　49分　59秒　

ひとえぐさ 漁業 10月１日から翌年６月30日まで 点オ　北緯　 33度　35分　30秒

あまのり 漁業 10月１日から翌年４月30日まで 　　　東経　129度　49分　41秒　

てんぐさ 漁業 ２月１日から　　９月30日まで 点カ　北緯 　33度　37分　17秒

かじめ 漁業 12月１日から翌年８月31日まで 　　　東経　129度　51分 　0秒　
第２種 雑魚小型定置網 漁業 １月１日から　　12月31日まで
共同漁業 雑魚磯建網 漁業 １月１日から　　12月31日まで

いかかご 漁業 １月20日から　　４月15日まで

松　共 第１種 あわび 漁業 12月21日から翌年10月31日まで 唐津市鎮西町 団体漁業権 唐津市鎮西町
第17号 共同漁業 とこぶし 漁業 １月１日から　　12月31日まで 馬渡島地先 馬渡島

さざえ 漁業 １月１日から　　12月31日まで

にな 漁業 １月１日から　　12月31日まで

うに 漁業 １月１日から　　12月31日まで 点ア　北緯 　33度　35分　10秒

なまこ 漁業 10月１日から翌年３月31日まで 　　　東経　129度　46分　20秒　

たこ 漁業 １月１日から　　12月31日まで 点イ　北緯 　33度　34分　14秒

わかめ 漁業 12月１日から翌年７月31日まで 　　　東経　129度　46分　49秒　

ふのり 漁業 ２月１日から　　６月30日まで 点ウ　北緯 　33度　33分　28秒

ひじき 漁業 11月１日から翌年５月31日まで 　　　東経　129度　45分　45秒　

もずく 漁業 １月１日から　　６月30日まで 点エ　北緯 　33度　33分　29秒

あまのり 漁業 10月１日から翌年４月30日まで 　　　東経　129度　44分　28秒　

てんぐさ 漁業 ２月１日から　　９月30日まで 点オ　北緯 　33度　34分　36秒

かじめ 漁業 12月１日から翌年８月31日まで 　　　東経　129度　43分　59秒　
第２種 雑魚磯建網 漁業 １月１日から　　12月31日まで 点カ　北緯 　33度　35分　12秒
共同漁業 　　　東経　129度　44分　39秒　

漁業

松　共 第１種 あわび 漁業 12月21日から翌年10月31日まで 唐津市鎮西町 団体漁業権 唐津市鎮西町
第18号 共同漁業 とこぶし 漁業 １月１日から　　12月31日まで 串崎から東松 大字串及び東

さざえ 漁業 １月１日から　　12月31日まで 浦郡玄海町値 松浦郡玄海町

ばい 漁業 １月１日から　　12月31日まで 賀崎に至る間 大字今村

にな 漁業 １月１日から　　12月31日まで の地先

あさり 漁業 １月１日から　　12月31日まで 点ア　北緯 　33度　31分　28秒

かき 漁業 11月１日から翌年３月31日まで 　　　東経　129度　50分　25秒　

うに 漁業 １月１日から　　12月31日まで 点イ　北緯　 33度　31分　54秒

なまこ 漁業 10月１日から翌年３月31日まで 　　　東経　129度　49分　49秒　

たこ 漁業 １月１日から　　12月31日まで 点ウ　北緯　 33度　31分　22秒

わかめ 漁業 12月１日から翌年７月31日まで 　　　東経　129度　49分　15秒　

ふのり 漁業 ２月１日から　　６月30日まで 点エ　北緯　 33度　31分　 5秒

ひじき 漁業 11月１日から翌年５月31日まで 　　　東経　129度　49分　41秒　

あかもく 漁業 ２月１日から　　６月30日まで 点オ　北緯　 33度　31分　10秒

もずく 漁業 ２月１日から　　６月30日まで 　　　東経　129度　49分　50秒　

ひとえぐさ 漁業 10月１日から翌年６月30日まで 点カ　北緯　 33度　31分　21秒

あまのり 漁業 10月１日から翌年４月30日まで 　　　東経　129度　50分　10秒　

てんぐさ 漁業 ２月１日から　　９月30日まで 点キ　北緯 　33度　31分　 7秒

えごのり 漁業 ４月１日から　　８月31日まで 　　　東経　129度　50分　49秒　

かじめ 漁業 12月１日から翌年８月31日まで 点ク　北緯 　33度　31分 　6秒
第２種 雑魚小型定置網 漁業 １月１日から　　12月31日まで 　　　東経　129度　50分　42秒　
共同漁業 雑魚磯建網 漁業 １月１日から　　12月31日まで

雑魚かご 漁業 １月１日から　　12月31日まで

いかかご 漁業 ２月１日から　　４月30日まで

松　共 第１種 あわび 漁業 12月21日から翌年10月31日まで 東松浦郡玄海 団体漁業権 東松浦郡玄海
第19号 共同漁業 とこぶし 漁業 １月１日から　　12月31日まで 町値賀崎から 町大字今村及

さざえ 漁業 １月１日から　　12月31日まで 同町鳥ノ巣山 び大字仮屋

ばい 漁業 １月１日から　　12月31日まで 南端に至る間

にな 漁業 １月１日から　　12月31日まで の地先

あさり 漁業 １月１日から　　12月31日まで 点ア　北緯　 33度　31分　 5秒

かき 漁業 11月１日から翌年３月31日まで 　　　東経　129度　49分　41秒　

うに 漁業 １月１日から　　12月31日まで 点イ　北緯 　33度　31分　22秒

なまこ 漁業 10月１日から翌年３月31日まで 　　　東経　129度　49分　15秒　

たこ 漁業 １月１日から　　12月31日まで 点ウ　北緯　 33度　29分　24秒

わかめ 漁業 12月１日から翌年７月31日まで 　　　東経　129度　49分　44秒　

ふのり 漁業 ２月１日から　　６月30日まで 点エ　北緯 　33度　28分　15秒

ひじき 漁業 11月１日から翌年５月31日まで 　　　東経　129度　49分　43秒　

もずく 漁業 ２月１日から　　６月30日まで 点オ　北緯 　33度　27分　35秒

ひとえぐさ 漁業 10月１日から翌年６月30日まで 　　　東経　129度　51分　27秒　

あまのり 漁業 10月１日から翌年４月30日まで 点カ　北緯 　33度　30分　58秒

てんぐさ 漁業 ２月１日から　　９月30日まで 　　　東経　129度　49分　52秒　

えごのり 漁業 ４月１日から　　８月31日まで 点キ　北緯 　33度　31分 　4秒

かじめ 漁業 12月１日から翌年８月31日まで 　　　東経　129度　49分　30秒　
すじあおのり　 漁業 10月１日から翌年４月30日まで 点ク　北緯 　33度　30分　21秒

第２種 雑魚小型定置網 漁業 １月１日から　　12月31日まで 　　　東経　129度　49分　47秒　
共同漁業 雑魚磯建網 漁業 １月１日から　　12月31日まで

雑魚かご 漁業 １月１日から　　12月31日まで

いかかご 漁業 ２月１日から　　４月30日まで

　次のア、イ、ウ及びエの各点を順次に結んだ直線と最大高潮時
海岸線とによって囲まれた区域。ただし、河川は河口までとし、
オ、カ、キ及びクの各点を順次に結んだ直線と最大高潮時海岸線
とによって囲まれた区域は除く。

あなごかご
(うけ含む。)

漁業 １月１日から　　12月31日まで

　次のア、イ、ウ、エ、オ及びカの各点を順次に結んだ直線と最
大高潮時海岸線とによって囲まれた区域。

あなごかご
(うけ含む。) １月１日から　　12月31日まで

あなごかご
(うけ含む。)

漁業 １月１日から　　12月31日まで

　次のア、イ、ウ、エ、オ及びカの各点を順次に結んだ直線と最
大高潮時海岸線とによって囲まれた区域。

　次のア、イ、ウ及びエの各点を順次に結んだ直線と最大高潮時
海岸線とによって囲まれた区域。ただし、河川は河口までとし、
オ、カ、キ及びクの各点を順次に結んだ直線と最大高潮時海岸線
とによって囲まれた区域は除く。

あなごかご
(うけ含む。)

漁業 １月１日から　　12月31日まで
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別表第１

公  示
番  号

漁業の
種　類

漁 業 の 時 期 漁場の位置 漁  場  の  区  域
個別漁業権又は
団体漁業権の別

関係地区漁業の名称

松　共 第１種 あわび 漁業 12月21日から翌年10月31日まで 東松浦郡玄海 団体漁業権 東松浦郡玄海

第20号 共同漁業 とこぶし 漁業 １月１日から　　12月31日まで 町牟形から唐 町大字牟形並

さざえ 漁業 １月１日から　　12月31日まで 津市肥前町大 びに唐津市肥

ばい 漁業 １月１日から　　12月31日まで 崎に至る間の 前町大字鶴牧

にな 漁業 １月１日から　　12月31日まで 地先 及び大字納所

あさり 漁業 １月１日から　　12月31日まで 点ア　北緯　 33度　27分　35秒

かき 漁業 11月１日から翌年３月31日まで 　　　東経　129度　51分　27秒　

あこやがい 漁業 １月１日から　　12月31日まで 点イ　北緯　 33度　28分　15秒

いがい 漁業 １月１日から　　12月31日まで 　　　東経　129度　49分　43秒　

うに 漁業 １月１日から　　12月31日まで 点ウ　北緯　 33度　29分　24秒

なまこ 漁業 10月１日から翌年３月31日まで 　　　東経　129度　49分　44秒　

たこ 漁業 １月１日から　　12月31日まで 点エ　北緯　 33度　29分　34秒

わかめ 漁業 12月１日から翌年７月31日まで 　　　東経　129度　48分　 7秒　

ふのり 漁業 ２月１日から　　６月30日まで 点オ　北緯　 33度　29分　10秒

ひじき 漁業 11月１日から翌年５月31日まで 　　　東経　129度　48分　22秒　

もずく 漁業 ２月１日から　　６月30日まで

ひとえぐさ 漁業 10月１日から翌年６月30日まで

あまのり 漁業 10月１日から翌年４月30日まで
てんぐさ 漁業 ２月１日から　　９月30日まで

えごのり 漁業 ４月１日から　　８月31日まで
かじめ 漁業 12月１日から翌年８月31日まで
すじあおのり　 漁業 10月１日から翌年４月30日まで

第２種 雑魚小型定置網 漁業 １月１日から　　12月31日まで
共同漁業 雑魚磯建網 漁業 １月１日から　　12月31日まで

雑魚かご 漁業 １月１日から　　12月31日まで
いかかご 漁業 １月20日から　　４月15日まで

しろうおやな 漁業 ２月１日から　　４月30日まで
松　共 第１種 あわび 漁業 12月21日から翌年10月31日まで 唐津市肥前町 団体漁業権 唐津市肥前町

第21号 共同漁業 とこぶし 漁業 １月１日から　　12月31日まで 大崎から阿漕 大字納所、大

さざえ 漁業 １月１日から　　12月31日まで に至る間の地 字入野、大字

ばい 漁業 １月１日から　　12月31日まで 先及び同町向 星賀、大字晴

にな 漁業 １月１日から　　12月31日まで 島地先 気、大字向島

あさり 漁業 １月１日から　　12月31日まで 点ア　北緯　 33度　29分　10秒 及び大字田野

かき 漁業 11月１日から翌年３月31日まで 　　　東経　129度　48分　22秒　

あこやがい 漁業 １月１日から　　12月31日まで （基点共第31号：唐津市肥前町大崎北端に設置した標識）

いがい 漁業 １月１日から　　12月31日まで 点イ　北緯 　33度　29分　34秒

うに 漁業 １月１日から　　12月31日まで 　　　東経　129度　48分 　7秒　

なまこ 漁業 10月１日から翌年３月31日まで 点ウ　北緯 　33度　29分　39秒

たこ 漁業 １月１日から　　12月31日まで 　　　東経　129度　47分　14秒　

わかめ 漁業 12月１日から翌年７月31日まで 点エ　北緯 　33度　30分 　5秒

ふのり 漁業 ２月１日から　　６月30日まで 　　　東経　129度　46分　44秒　

ひじき 漁業 11月１日から翌年５月31日まで 点オ　北緯　 33度　30分 　6秒

もずく 漁業 ２月１日から　　６月30日まで 　　　東経　129度　46分　15秒　

ひとえぐさ 漁業 10月１日から翌年６月30日まで 点カ　北緯 　33度　29分　45秒

あまのり 漁業 10月１日から翌年４月30日まで 　　　東経　129度　45分　53秒　

てんぐさ 漁業 ２月１日から　　９月30日まで （東松浦郡玄海町カナミ鼻西端から唐津市肥前町向島

えごのり 漁業 ４月１日から　　８月31日まで   北端を見通した線の延長線と長崎県松浦市鷹島町

かじめ 漁業 12月１日から翌年８月31日まで   宇毛岩鼻北端と唐津市鎮西町馬渡島番所の辻三角点

えごのり 漁業 ４月１日から　　８月31日まで  （237.92メートル）を結んだ直線との交点）

かじめ 漁業 12月１日から翌年８月31日まで 点キ　北緯 　33度　29分 　5秒

すじあおのり　 漁業 10月１日から翌年４月30日まで 　　　東経　129度　46分 　1秒　
第２種 雑魚小型定置網 漁業 １月１日から　　12月31日まで （長崎県松浦市鷹島町宇毛岩鼻北端と唐津市鎮西町
共同漁業 雑魚磯建網 漁業 １月１日から　　12月31日まで   馬渡島番所ノ辻三角点（237.92メートル）頂を結ん

雑魚かご 漁業 １月１日から　　12月31日まで   だ直線と東松浦郡玄海町瓜崎西端から唐津市肥前町

いかかご 漁業 １月20日から　　４月15日まで   向島南端を見通した線の延長線との交点）

点ク　北緯 　33度　28分　43秒

　　　東経　129度　46分　32秒　
しろうお四つ手網 漁業 ２月１日から　　４月30日まで （東松浦郡玄海町瓜崎西端と長崎県松浦市鷹島町阿翁鼻

　北端を結んだ直線と唐津市肥前町立神鼻西北端と同市

　鎮西町馬渡島西端を結んだ直線との交点）
点ケ　北緯 　33度　28分 　2秒

　　　東経　129度　46分　48秒　
（唐津市肥前町立神鼻西北端と同市鎮西町馬渡島西端を

　結んだ直線と基点共第31号と長崎県松浦市鷹島町宇毛

　岩鼻北端を結んだ直線との交点）
点コ　北緯 　33度　26分　53秒

　　　東経　129度　46分　42秒　
（唐津市肥前町宮崎鼻西端から長崎県松浦市鷹島町

　丸尾鼻北端を見通した線上、同宮崎鼻西端から

　500メートルの点）
点サ　北緯 　33度　26分　20秒

　　　東経　129度　47分　15秒　
（唐津市肥前町台ヶ崎西端から長崎県松浦市鷹島町

  真立鼻北端を見通した線上、同台ヶ崎 西端から

  375メートルの点)
点シ　北緯 　33度　25分　49秒

　　　東経　129度　47分　57秒　

（唐津市肥前町牛島南端と長崎県松浦市鷹島町干上鼻
  東端を結んだ直線の中央点）

点ス　北緯 　33度　25分　31秒
　　　東経　129度　48分　34秒　

（唐津市肥前町長七鼻西端から長崎県松浦市福島町

  初崎北端を見通した線上、同町長七鼻西端から
  500メートルの点）

点セ　北緯 　33度　24分　39秒
　　　東経　129度　49分　22秒　

（唐津市肥前町阿漕鼻西南端から長崎県松浦市福島町

  鯛ノ鼻に設置された西側鉄塔（真方位202度30分）を
  見通した線上の対岸と同阿漕鼻西南端を結んだ直線

　上の対岸と同阿漕鼻西南端を結んだ直線の中央点）
点ソ　北緯　 33度　24分　36秒

　　　東経　129度　49分　51秒　

（基点共第32号から真方位 200度00分の線上の長崎県
    松浦市福島町対岸と同基点を結んだ直線の中央点）

点タ　北緯 　33度　24分　51秒

　　　東経　129度　49分　59秒　
（基点共第32号：唐津市肥前町上ヶ倉と同町瓜ヶ坂

  との境界に設置した標識）

　次のア、イ、ウ及びエの各点を順次に結んだ直線と最大高潮時
海岸線とによって囲まれた区域。ただし、座川は唐津市肥前町木
場ノ元に設置した標識から真方位31度00分の線まで、その他の河
川は河口までとする。

漁業 １月１日から　　12月31日まで

あなごかご
(うけ含む。)

漁業 １月１日から　　12月31日まで

　次のア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ、ク、ケ、コ、サ、シ、ス、
セ、ソ及びタの各点を順次に結んだ直線と最大高潮時海岸線とに
よって囲まれた区域。ただし、河川は河口までとする。

あなごかご
(うけ含む。)
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別表第１

公  示
番  号

漁業の
種　類

漁 業 の 時 期 漁場の位置 漁  場  の  区  域
個別漁業権又は
団体漁業権の別

関係地区漁業の名称

松　共 第１種 にな 漁業 １月１日から　　12月31日まで 唐津市肥前町 団体漁業権 唐津市肥前町

第22号 共同漁業 あさり 漁業 １月１日から　　12月31日まで 満越から同町 大字大浦

かき 漁業 11月１日から翌年３月31日まで 湯の浦に至る

あこやがい 漁業 １月１日から　　12月31日まで 間の地先

たいらぎ 漁業 10月１日から翌年５月31日まで 点ア　北緯　 33度　24分　51秒

うに 漁業 １月１日から　　12月31日まで 　　　東経　129度　49分　59秒　

なまこ 漁業 10月１日から翌年３月31日まで （基点共第32号：唐津市肥前町上ヶ倉と同町瓜ヶ坂

たこ 漁業 １月１日から　　12月31日まで  との境界に設置した標識）

もずく 漁業 ２月１日から　　６月30日まで 点イ　北緯　 33度　24分　36秒

ひとえぐさ 漁業 10月１日から翌年６月30日まで 　　　東経　129度　49分　51秒　

てんぐさ 漁業 ２月１日から　　９月30日まで （基点共第32号から真方位 200度00分の線上の長崎県

えごのり 漁業 ４月１日から　　８月31日まで 　松浦市福島町対岸と同基点との中央点）

すじあおのり 漁業 10月１日から翌年４月30日まで 点ウ　北緯 　33度　23分　34秒
第２種 雑魚磯建網 漁業 １月１日から　12月31日まで 　　　東経　129度　51分　40秒　
共同漁業 雑魚かご 漁業 １月１日から　　12月31日まで （基点共第33号と長崎県松浦市福島町四十ヶ島東端を

いかかご 漁業 １月20日から　　４月15日まで    結んだ直線の中央点）

点エ　北緯 　33度　23分　36秒

　　　東経　129度　51分　53秒　
（基点共第33号：唐津市肥前町と伊万里市波多津町

  との境界に設置した標識）

松　共 第１種 あさり 漁業 １月１日から　　12月31日まで 伊万里市地先 団体漁業権 伊万里市

第23号 共同漁業 かき 漁業 11月１日から翌年３月31日まで

うに 漁業 １月１日から　　12月31日まで

なまこ 漁業 10月１日から翌年３月31日まで

たこ 漁業 １月１日から　　12月31日まで

もずく 漁業 ２月１日から　　６月30日まで 点ア　北緯　 33度　23分　36秒

ひとえぐさ 漁業 10月１日から翌年６月30日まで 　　　東経　129度　51分　53秒　

てんぐさ 漁業 ２月１日から　　９月30日まで （基点共第33号：唐津市肥前町と伊万里市波多津町
第２種 雑魚磯建網 漁業 １月１日から　　12月31日まで   との境界に設置した標識）
共同漁業 雑魚かご 漁業 １月１日から　　12月31日まで 点イ　北緯 　33度　23分　34秒

いかかご 漁業 ４月１日から　　７月31日まで 　　　東経　129度　51分　40秒　

（基点共第33号と長崎県松浦市福島町四十ヶ島東端を
   結んだ直線の中央点）

点ウ　北緯　 33度　22分　55秒

　　　東経　129度　51分　49秒　
（伊万里市波多津町戸釈鼻北端と長崎県松浦市福島町

  瀬山島東端を結んだ直線の中央点）
点エ　北緯　 33度　22分　22秒

　　　東経　129度　51分　26秒　

（伊万里市波多津町と長崎県松浦市福島町に架る福島
   橋の中央点）

点オ　北緯 　33度　21分　50秒

　　　東経　129度　50分　41秒　
（伊万里市波多津町煤屋崎北西端と長崎県松浦市福島町

  砥石鼻東南端を結んだ直線の中央点）
点カ　北緯 　33度　20分　42秒

　　　東経　129度　49分　47秒　

（長崎県松浦市福島町白岩鼻南端から伊万里市黒川町
　骨蓬岳山頂見通し線上、同白岩鼻から 1,600メートル

　の点）
点キ　北緯 　33度　20分　23秒

　　　東経　129度　48分　28秒　

（基点共第36号から伊万里市黒川町骨蓬岳山頂見通し線
　上、同基点から 1,500メートルの点）

点ク　北緯 　33度　20分　26秒
　　　東経　129度　47分　27秒　

（基点共第36号：佐賀県と長崎県との境界に設置し

  た標識）
点ケ　北緯 　33度　20分　15秒

　　　東経　129度　47分　33秒　

（基点共第35号：伊万里市山代町浦ノ崎佐代川左岸
  北西角に設置した標識）

点コ　北緯 　33度　20分　32秒
　　　東経　129度　50分　38秒　

（基点共第34号：伊万里市黒川町福田字浦潟1290番

  地吉が浦鼻に設置した標識）

　次のア、イ、ウ及びエの各点を順次に結んだ直線と最大高潮時
海岸線とによって囲まれた区域。ただし、河川は河口までとす
る。

あなごかご
(うけ含む。)

漁業 １月１日から　　12月31日まで

　次のア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ及びクの各点を順次に結んだ
直線、ケ及びコを結んだ直線、最大高潮時海岸線とによって囲ま
れた区域。ただし、河川は河口までとする。

あなごかご
(うけ含む。)

漁業 １月１日から　　12月31日まで
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２ 定置漁業  
（１） 公示番号 別表第２のとおり 
（２） 免許の内容たるべき事項 

ア 漁業の種類 定置漁業 
イ 漁業の名称 別表第２のとおり 
ウ 漁業の時期 別表第２のとおり 
エ 漁場の位置 別表第２のとおり 
オ 漁場の区域 別表第２のとおり 

（３） 免許予定日  令和５年９月１日 

（４） 申 請期 間   令和５年６月１日から令和５年７月３日まで 

（５） 関係地区 別表第２のとおり 
 
備考 

 存 続期 間   令和５年９月１日から令和１０年８月３１日まで 

 漁場計画図  別図第１のとおり  
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別表第２

公示番号 漁業の名称 漁 業 の 時 期 漁場の位置 漁  場  の  区  域 関係地区
個別漁業権または団体
漁業権の別

備考

松定第１号 雑魚落網漁業 １月１日から12月31日まで 唐津市神集島  唐津市神集島 個別漁業権 旧松定第１号

黒瀬地先

 点ア：北緯　33度31分55秒

       東経 129度58分37秒

 点イ：北緯　33度32分 7秒

       東経 129度58分59秒

 点ウ：北緯　33度31分46秒

       東経 129度59分 7秒

 点エ：北緯　33度31分51秒

       東経 129度58分35秒
松定第２号 雑魚落網漁業 １月１日から12月31日まで 唐津市加唐島  唐津市鎮西町 個別漁業権  旧松定第２号

大泊地先 加唐島

 点ア：北緯　33度36分19秒
       東経 129度51分38秒
 点イ：北緯　33度36分14秒
       東経 129度51分59秒
 点ウ：北緯　33度36分25秒
       東経 129度52分 5秒
 点エ：北緯　33度36分38秒
       東経 129度51分59秒
 点オ：北緯　33度36分35秒
       東経 129度51分51秒
 点カ：北緯　33度36分27秒
       東経 129度51分50秒
 点キ：北緯　33度36分27秒
       東経 129度51分46秒

  次のア、イ、ウ、エ、オ、カ及びキの
各点を順次に結んだ直線と最大高潮時海
岸線とによって囲まれた区域

  次のア、イ、ウ及びエの各点を順次に
結んだ直線と最大高潮時海岸線とによっ
て囲まれた区域
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３ 区画漁業（その１）  
（１） 公示番号 別表第３のとおり 
（２） 免許の内容たるべき事項 

ア 漁業の種類 第１種区画漁業 
イ 漁業の名称 別表第３のとおり 
ウ 漁業の時期 別表第３のとおり 
エ 漁場の位置 別表第３のとおり 
オ 漁場の区域 別表第３のとおり 

（３） 制限又は条件 
   ア 漁場の区域を示す各点に、昼間及び夜間においても視認できる標識を 

設置しなければならない。 
   イ 養殖施設のいかりは、免許漁場内に設置しなければならない。 
   ウ わかめ養殖業においては、毎年５月３１日までに養殖施設を除去しなけ 

ればならない。 
エ くろまぐろ養殖については、当該漁業権に係る漁場の区域において設置 

する養殖の用に供する施設は、以下の規模を超えてはならない。 
ただし、生け簀の総面積が２，６００平方メートルを超えない範囲内で、 

生け簀の形状、規格、又は台数を変更することは差し支えない。 
 形状： 円形          正八角形 
 規格： 直径３０メートル    直径３０メートル 
 台数： １台          ３台 

（３） 免許予定日  令和５年９月１日 

（４） 申 請期 間   令和５年６月１日から令和５年７月３日まで 

（５） 関係地区 別表３のとおり 
 
備考 

 存 続期 間   令和５年９月１日から令和１０年８月３１日まで 

ただし、真珠養殖業は令和５年９月１日から令和１５年８月３１

日まで 

 漁場計画図  別図第２のとおり  
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別表第３

公示番号  漁業の名称  漁業の時期  漁場の位置 漁場の区域 関係地区
個別漁業権又は
団体漁業権の別

備　　考

松　　　区 わかめ養殖業 10月１日から 唐津市浜玉町   次のア、イ、ウ、エ及びアの各点を順次に 唐津市浜玉町 団体漁業権 旧松区　
第２０１号 翌年４月30日 渕上地先 結んだ直線よって囲まれた区域 第２０１号

まで  点ア：北緯　 33度 27分 45秒

 　　　東経　130度 02分 07秒

 点イ：北緯　 33度 27分 40秒

 　　　東経　130度 02分 12秒

 点ウ：北緯 　33度 27分 40秒

 　　　東経　130度 02分 11秒

 点エ：北緯　 33度 27分 45秒

 　　　東経　130度 02分 06秒

松　　　区 わかめ養殖業 10月１日から 唐津市大島地先 　次のア、イ、ウ、エ及びアの各点を順次に 唐津市西唐津、 団体漁業権 旧松区

第２０２号 翌年５月31日 結んだ直線によって囲まれた区域 大島及び唐房 第３０１号

まで  点ア：北緯　 33度 28分 16秒 の一部

 　　　東経　129度 58分 15秒

 点イ：北緯　 33度 28分 14秒

 　　　東経　129度 58分 10秒

 点ウ：北緯　 33度 28分 15秒

 　　　東経　129度 58分 08秒

 点エ：北緯　 33度 28分 18秒

 　　　東経　129度 58分 12秒

松　　　区 わかめ養殖業 10月１日から 唐津市大島地先 　次のア、イ、ウ、エ及びアの各点を順次に 唐津市西唐津、 団体漁業権 旧松区

第２０３号 翌年５月31日 結んだ直線によって囲まれた区域 大島及び唐房 第３０２号
まで  点ア：北緯　 33度 29分 07秒 の一部

 　　　東経　129度 57分 36秒

 点イ：北緯　 33度 29分 05秒

 　　　東経　129度 57分 34秒

 点ウ：北緯　 33度 29分 09秒

 　　　東経　129度 57分 29秒

 点エ：北緯　 33度 29分 10秒

 　　　東経　129度 57分 31秒

松　　　区 わかめ養殖業 10月１日から 唐津市唐房地先 　次のア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ及び 唐津市西唐津、 団体漁業権 旧松区

第２０４号 翌年５月31日 クの各点を順次に結んだ直線と最大高潮時 大島及び唐房 第２０２号
まで 海岸線とによって囲まれた区域 時期変更

 点ア：北緯　 33度 28分 48秒

 　　　東経　129度 56分 14秒

 点イ：北緯　 33度 28分 50秒

 　　　東経　129度 56分 25秒

 点ウ：北緯 　33度 28分 40秒

 　　　東経　129度 56分 35秒

 点エ：北緯 　33度 28分 36秒

 　　　東経　129度 56分 31秒

 点オ：北緯 　33度 28分 46秒

 　　　東経　129度 56分 20秒

 点カ：北緯 　33度 28分 45秒

 　　　東経　129度 56分 19秒

 点キ：北緯　 33度 28分 46秒

 　　　東経　129度 56分 18秒

 点ク：北緯 　33度 28分 48秒

 　　　東経　129度 56分 14秒

松　　　区 わかめ養殖業 10月１日から 唐津市唐房地先   次のア、イ、ウ、エ及びアの各点を順次に 唐津市西唐津、 団体漁業権 旧松区

第２０５号 翌年５月31日 結んだ直線によって囲まれた区域 大島及び唐房 第２０３号
まで  点ア：北緯　 33度 28分 49秒 時期変更

 　　　東経　129度 56分 15秒

 点イ：北緯　 33度 28分 50秒

 　　　東経　129度 56分 18秒

 点ウ：北緯　 33度 28分 49秒

 　　　東経　129度 56分 18秒

 点エ：北緯 　33度 28分 48秒

 　　　東経　129度 56分 15秒

松　　　区 わかめ養殖業 10月１日から 唐津市鳩川地先   次のア、イ、ウ、エ及びアの各点を順次に 唐津市西唐津、 団体漁業権 旧松区

第２０６号 翌年５月31日 結んだ直線によって囲まれた区域 大島及び唐房 第２０４号
まで  点ア：北緯　 33度 29分 55秒 時期変更

 　　　東経　129度 57分 10秒

 点イ：北緯　 33度 29分 57秒

 　　　東経　129度 57分 12秒

 点ウ：北緯　 33度 29分 55秒

 　　　東経　129度 57分 15秒

 点エ：北緯　 33度 29分 53秒

 　　　東経　129度 57分 14秒
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別表第３

公示番号  漁業の名称  漁業の時期  漁場の位置 漁場の区域 関係地区
個別漁業権又は
団体漁業権の別

備　　考

松　　  区 こんぶ養殖業 １月１日から 唐津市鎮西町 　次のア、イ、ウ、エ及びアの各点を順次 唐津市鎮西町 団体漁業権 旧松区

第２５１号 12月31日まで 波戸地先 に結んだ直線によって囲まれた区域 波戸 第２５１号

 点ア：北緯　 33度 32分 39秒

 　　　東経　129度 51分 30秒

 点イ：北緯　 33度 32分 41秒

 　　　東経　129度 51分 33秒

 点ウ：北緯　 33度 32分 40秒

 　　　東経　129度 51分 35秒

 点エ：北緯　 33度 32分 38秒

 　　　東経　129度 51分 32秒

松　  　区 こんぶ養殖業 １月１日から 唐津市鎮西町   次のア、イ、ウ、エ及びアの各点を順次 唐津市鎮西町 団体漁業権 旧松区

第２５２号 12月31日まで 小波戸浦 に結んだ直線によって囲まれた区域 波戸 第２５２号

 点ア：北緯　 33度 32分 58秒

 　　　東経　129度 51分 35秒

 点イ：北緯　 33度 32分 58秒

 　　　東経　129度 51分 37秒

 点ウ：北緯　 33度 32分 54秒

 　　　東経　129度 51分 37秒

 点エ：北緯　 33度 32分 54秒

 　　　東経　129度 51分 35秒

松　  　区 こんぶ養殖業 １月１日から 唐津市鎮西町   次のア、イ、ウ、エ及びオの各点を順次に 唐津市鎮西町 団体漁業権 旧松区

第２５３号 12月31日まで 名護屋米納戸浦 結んだ直線と最大高潮時海岸線によって囲ま 名護屋（南 第２５３号

れた区域 区、北区を 拡大

 点ア：北緯　 33度 32分 17秒 除く）

 　　　東経　129度 50分 55秒

 点イ：北緯　 33度 32分 20秒

 　　　東経　129度 50分 48秒

 点ウ：北緯　 33度 32分 29秒

 　　　東経　129度 50分 43秒

 点エ：北緯　 33度 32分 25秒

 　　　東経　129度 51分 00秒

 点オ：北緯　 33度 32分 20秒

 　　　東経　129度 51分 01秒

-24-



別表第３

公示番号  漁業の名称  漁業の時期  漁場の位置 漁場の区域 関係地区
個別漁業権又は
団体漁業権の別

備　　考

松　　　区 魚類小割式 １月１日から 唐津市 　次のア及びイの各点を順次に結んだ直線と 唐津市神集島 団体漁業権 旧松区

第３０１号 養殖業 12月31日まで 神集島地先 最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域 第３０４号

（くろまぐろ  点ア：北緯　 33度 32分 20秒

養殖業を除く）  　　　東経　129度 58分 01秒

 点イ：北緯　 33度 32分 15秒

 　　　東経　129度 57分 56秒

松　　　区 魚類小割式 １月１日から 唐津市呼子町   次のア、イ、ウ、エ及びアの各点を順次に 唐津市呼子町 団体漁業権  旧松区

第３０２号 養殖業 12月31日まで 殿の浦字ワタリ 結んだ直線によって囲まれた区域 呼子 第３０５号

（くろまぐろ 地先  点ア：北緯　 33度 32分 12秒

養殖業を除く）  　　　東経　129度 52分 57秒

 点イ：北緯　 33度 32分 06秒

 　　　東経　129度 52分 55秒

 点ウ：北緯　 33度 32分 07秒

 　　　東経　129度 52分 51秒

 点エ：北緯　 33度 32分 13秒

 　　　東経　129度 52分 54秒

松　　　区 魚類小割式 １月１日から  唐津市呼子町   次のア、イ、ウ、エ及びアの各点を順次に 唐津市呼子町 団体漁業権 旧松区

第３０３号 養殖業 12月31日まで 加部島地先 結んだ直線によって囲まれた区域 加部島片村 第３０６号

（くろまぐろ  点ア：北緯　 33度 33分 10秒 及び杉村地区

養殖業を除く）  　　　東経　129度 53分 40秒

 点イ：北緯　 33度 33分 09秒

 　　　東経　129度 53分 39秒

 点ウ：北緯　 33度 33分 12秒

 　　　東経　129度 53分 33秒

 点エ：北緯　 33度 33分 13秒

 　　　東経　129度 53分 35秒

松　　　区 魚類小割式 １月１日から  唐津市呼子町   次のア、イ、ウ、エ及びアの各点を順次に 唐津市呼子町 団体漁業権 旧松区

第３０４号 養殖業 12月31日まで  加部島田の下 結んだ直線によって囲まれた区域 加部島片村 第３０７号

（くろまぐろ  地先  点ア：北緯　 33度 33分 00秒 及び杉村地区

養殖業を除く）  　　　東経　129度 53分 18秒

 点イ：北緯　 33度 32分 54秒

 　　　東経　129度 53分 10秒

 点ウ：北緯　 33度 32分 55秒

 　　　東経　129度 53分 09秒

 点エ：北緯　 33度 33分 01秒

 　　　東経　129度 53分 16秒

松　　　区 魚類小割式 １月１日から  唐津市呼子町   次のア、イ、ウ及びエの各点を順次に結ん 唐津市呼子町 団体漁業権 旧松区

第３０５号 養殖業 12月31日まで 加部島片島地先 だ直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれ 加部島片島 第３０８号

（くろまぐろ  た区域 地区

養殖業を除く）  点ア：北緯　 33度 32分 55秒

 　　　東経　129度 53分 08秒

 点イ：北緯　 33度 32分 53秒

 　　　東経　129度 53分 09秒

 点ウ：北緯　 33度 32分 44秒

 　　　東経　129度 52分 58秒

 点エ：北緯　 33度 32分 50秒

 　　　東経　129度 52分 54秒

松　　　区 魚類小割式 １月１日から  唐津市鎮西町   次のア、イ、ウ、エ及びアの各点を順次 唐津市鎮西町 団体漁業権 旧松区

第３０６号 養殖業 12月31日まで 名護屋方柄浦 に結んだ直線によって囲まれた区域 名護屋 第３０９号

（くろまぐろ  点ア：北緯　 33度 32分 17秒

養殖業を除く）  　　　東経　129度 52分 29秒

 点イ：北緯　 33度 32分 13秒

 　　　東経　129度 52分 25秒

 点ウ：北緯　 33度 32分 18秒

 　　　東経　129度 52分 16秒

 点エ：北緯　 33度 32分 22秒

 　　　東経　129度 52分 21秒

松　　　区 魚類小割式 １月１日から 唐津市鎮西町   次のア、イ、ウ、エ及びアの各点を順次 唐津市鎮西町 団体漁業権  旧松区

第３０７号 養殖業 12月31日まで 名護屋地先 に結んだ直線によって囲まれた区域 名護屋 第３１０号

（くろまぐろ  点ア：北緯　 33度 32分 21秒

養殖業を除く）  　　　東経　129度 52分 15秒

 点イ：北緯　 33度 32分 19秒

 　　　東経　129度 52分 13秒

 点ウ：北緯　 33度 32分 24秒

 　　　東経　129度 52分 02秒

 点エ：北緯　 33度 32分 27秒

 　　　東経　129度 52分 04秒

松　　　区 魚類小割式 １月１日から 東松浦郡玄海町   次のア及びイを結んだ直線と、ウ、エ、 東松浦郡 団体漁業権 旧松区

第３０８号 養殖業 12月31日まで 外津湾内 オ、カ、キ及びクの各点を順次に結んだ直線 玄海町 第３１３号

（くろまぐろ と最大高潮時海岸線によって囲まれた区域 大字今村

養殖業を除く）  点ア：北緯　 33度 30分 48秒

 　　　東経　129度 51分 12秒

 点イ：北緯　 33度 30分 40秒

 　　　東経　129度 51分 19秒

 点ウ：北緯　 33度 30分 39秒

 　　　東経　129度 51分 20秒

 点エ：北緯　 33度 30分 31秒

 　　　東経　129度 51分 19秒

 点オ：北緯　 33度 30分 31秒

 　　　東経　129度 51分 13秒

 点カ：北緯　 33度 30分 46秒

 　　　東経　129度 51分 05秒

 点キ：北緯　 33度 30分 52秒

 　　　東経　129度 50分 56秒

 点ク：北緯　 33度 30分 54秒

 　　　東経　129度 50分 58秒
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別表第３

公示番号  漁業の名称  漁業の時期  漁場の位置 漁場の区域 関係地区
個別漁業権又は
団体漁業権の別

備　　考

松　　　区 魚類小割式 １月１日から 東松浦郡玄海町   次のア、イ、ウ、エ及びアの各点を順次に 東松浦郡 団体漁業権 旧松区

第３０９号 養殖業 12月31日まで  外津湾内 結んだ直線によって囲まれた区域 玄海町 第３１４号

（くろまぐろ  点ア：北緯　 33度 31分 01秒 大字今村

養殖業を除く）  　　　東経　129度 50分 43秒

 点イ：北緯　 33度 31分 00秒

 　　　東経　129度 50分 46秒

 点ウ：北緯　 33度 30分 58秒

 　　　東経　129度 50分 44秒

 点エ：北緯　 33度 31分 00秒

 　　　東経　129度 50分 42秒

松　　　区 魚類小割式 １月１日から 東松浦郡玄海町 　次のア、イ、ウ、エ及びアの各点を順次に 東松浦郡 団体漁業権 旧松区

第３１０号 養殖業 12月31日まで 仮屋高岩鼻地先 結んだ直線によって囲まれた区域 玄海町 第３１５号

（くろまぐろ  点ア：北緯　 33度 28分 23秒 大字仮屋

養殖業を除く）  　　　東経　129度 50分 03秒

 点イ：北緯　 33度 28分 22秒

 　　　東経　129度 50分 02秒

 点ウ：北緯　 33度 28分 25秒

 　　　東経　129度 49分 57秒

 点エ：北緯　 33度 28分 26秒

 　　　東経　129度 49分 58秒

松　　　区 魚類小割式 １月１日から 東松浦郡玄海町   次のア、イ、ウ、エ、オ、カ及びキの各点 東松浦郡 団体漁業権 旧松区

第３１１号 養殖業 12月31日まで 仮屋地先 を順次に結んだ直線と最大高潮時海岸線とに 玄海町 第３１６号

（くろまぐろ よって囲まれた区域 大字仮屋

養殖業を除く）  点ア：北緯　 33度 27分 59秒

 　　　東経　129度 50分 55秒

 点イ：北緯　 33度 27分 53秒

 　　　東経　129度 50分 49秒

 点ウ：北緯　 33度 28分 06秒

 　　　東経　129度 50分 32秒

 点エ：北緯　 33度 28分 13秒

 　　　東経　129度 50分 40秒

 点オ：北緯　 33度 28分 08秒

 　　　東経　129度 50分 47秒

 点カ：北緯　 33度 28分 06秒

 　　　東経　129度 50分 50秒

 点キ：北緯　 33度 28分 02秒

 　　　東経　129度 50分 51秒

松　　　区 魚類小割式 １月１日から 東松浦郡玄海町   次のア、イ、ウ、エ及びアの各点を順次に 東松浦郡 団体漁業権 旧松区

第３１２号 養殖業 12月31日まで 仮屋地先 結んだ直線によって囲まれた区域 玄海町 第３１７号

（くろまぐろ  点ア：北緯　 33度 27分 59秒 大字仮屋

養殖業を除く）  　　　東経　129度 50分 55秒

 点イ：北緯　 33度 27分 53秒

 　　　東経　129度 51分 10秒

 点ウ：北緯　 33度 27分 49秒

 　　　東経　129度 51分 07秒

 点エ：北緯　 33度 27分 55秒

 　　　東経　129度 50分 51秒

松　　　区 魚類小割式 １月１日から 唐津市肥前町   次のア、イ、ウ及びエの各点を順次に結ん 唐津市肥前町 団体漁業権 旧松区

第３１３号 養殖業 12月31日まで 竹ノ子島西側 だ直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれ 鶴牧、納所、 第３１８号

（くろまぐろ 地先 た区域 入野、星賀、

養殖業を除く）  点ア：北緯　 33度 27分 17秒 晴気及び向島

 　　　東経　129度 50分 38秒

 点イ：北緯　 33度 27分 17秒

 　　　東経　129度 50分 36秒

 点ウ：北緯　 33度 27分 17秒

 　　　東経　129度 50分 35秒

 点エ：北緯　 33度 27分 20秒

 　　　東経　129度 50分 37秒

松　　　区 魚類小割式 １月１日から 唐津市肥前町   次のア、イ、ウ、エ及びアの各点を順次に 唐津市肥前町 団体漁業権 旧松区

第３１４号 養殖業 12月31日まで 納所佐久目鼻 結んだ直線によって囲まれた区域 鶴牧、納所、 第３１９号

（くろまぐろ 地先  点ア：北緯　 33度 28分 20秒 入野、星賀、

養殖業を除く）  　　　東経　129度 49分 38秒 晴気及び向島

 点イ：北緯　 33度 28分 15秒

 　　　東経　129度 49分 32秒

 点ウ：北緯　 33度 28分 21秒

 　　　東経　129度 49分 30秒

 点エ：北緯　 33度 28分 24秒

 　　　東経　129度 49分 35秒

松　　　区 魚類小割式 １月１日から 唐津市肥前町   次のア、イ、ウ、エ及びアの各点を順次に 唐津市肥前町 団体漁業権 旧松区

第３１５号 養殖業 12月31日まで 星賀ヤケ崎地先 結んだ直線によって囲まれた区域 星賀及び 第３２２号

（くろまぐろ   点ア：北緯　  33度 26分 25秒 伊万里市

養殖業を除く）  　　　東経　 129度 47分 59秒 波多津町

 点イ：北緯　  33度 26分 19秒

 　　　東経　 129度 47分 49秒

 点ウ：北緯　  33度 26分 22秒

 　　　東経　 129度 47分 44秒

 点エ：北緯　  33度 26分 27秒

 　　　東経　 129度 47分 56秒

松　　　区 魚類小割式 １月１日から 唐津市肥前町   次のア、イ、ウ及びエの各点を順次に結ん 唐津市肥前町 団体漁業権 旧松区

第３１６号 養殖業 12月31日まで 入野クビキ島 だ直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれ 鶴牧、納所、 第３２３号

（くろまぐろ 地先 た区域 入野、星賀、

養殖業を除く）  点ア：北緯　 33度 25分 59秒 晴気及び向島

 　　　東経　129度 48分 27秒

 点イ：北緯　 33度 26分 01秒

 　　　東経　129度 48分 30秒

 点ウ：北緯　 33度 25分 57秒

 　　　東経　129度 48分 32秒

 点エ：北緯　 33度 25分 58秒

 　　　東経　129度 48分 28秒
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別表第３

公示番号  漁業の名称  漁業の時期  漁場の位置 漁場の区域 関係地区
個別漁業権又は
団体漁業権の別

備　　考

松　　　区 魚類小割式 １月１日から 唐津市肥前町   次のア、イ、ウ、エ、オ及びカの各点を結ん 唐津市肥前町 団体漁業権 旧松区

第３１７号 養殖業 12月31日まで 田野松島東側 だ直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた 田野 第３２４号

（くろまぐろ 地先 区域 の一部

養殖業を除く）  点ア：北緯　 33度 25分 39秒

 　　　東経　129度 48分 38秒

 点イ：北緯　 33度 25分 39秒

 　　　東経　129度 48分 38秒

 点ウ：北緯　 33度 25分 38秒

 　　　東経　129度 48分 41秒

 点エ：北緯　 33度 25分 36秒

 　　　東経　129度 48分 41秒

 点オ：北緯　 33度 25分 36秒

 　　　東経　129度 48分 39秒

 点カ：北緯　 33度 25分 37秒

 　　　東経　129度 48分 39秒

松　　　区 魚類小割式 １月１日から 唐津市肥前町   次のア、イ、ウ、エ及びアの各点を順次に 唐津市肥前町 団体漁業権 旧松区

第３１８号 養殖業 12月31日まで 田野阿漕上倉 結んだ直線によって囲まれた区域 田野 第３２５号

（くろまぐろ 地先  点ア：北緯　 33度 24分 45秒

養殖業を除く）  　　　東経　129度 50分 00秒

 点イ：北緯　 33度 24分 40秒

 　　　東経　129度 49分 58秒

 点ウ：北緯　 33度 24分 42秒

 　　　東経　129度 49分 54秒

 点エ：北緯　 33度 24分 47秒

 　　　東経　129度 49分 56秒

松　　　区 魚類小割式 １月１日から 唐津市肥前町   次のア、イ、ウ及びエの各点を順次に結ん 唐津市肥前町 団体漁業権 旧松区

第３１９号 養殖業 12月31日まで 瓜ヶ坂こわじろ だ直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれ 大浦 第３２６号

（くろまぐろ 地先 た区域

養殖業を除く）  点ア：北緯　 33度 24分 42秒

 　　　東経　129度 50分 16秒

 点イ：北緯　 33度 24分 30秒

 　　　東経　129度 50分 12秒

 点ウ：北緯　 33度 24分 37秒

 　　　東経　129度 49分 57秒

 点エ：北緯　 33度 24分 49秒

 　　　東経　129度 50分 01秒

松　　　区 魚類小割式 １月１日から 伊万里市   次のア、イ、ウ、エ及びオの各点を順次に 伊万里市 団体漁業権 旧松区

第３２０号 養殖業 12月31日まで 波多津町平串 結んだ直線とカ及びアの各点を結んだ直線と 波多津町 第３２８号

（くろまぐろ 地先 最大高潮時海岸線によって囲まれた区域

養殖業を除く）  点ア：北緯　 33度 22分 53秒 　

 　　　東経　129度 51分 56秒

 点イ：北緯　 33度 22分 51秒

 　　　東経　129度 51分 49秒

 点ウ：北緯　 33度 22分 53秒

 　　　東経　129度 51分 47秒

 点エ：北緯　 33度 23分 06秒

 　　　東経　129度 51分 45秒

 点オ：北緯　 33度 23分 08秒

 　　　東経　129度 51分 53秒

 点カ：北緯　 33度 22分 59秒

 　　　東経　129度 51分 55秒

松　　　区 くろまぐろ １月１日から 唐津市鎮西町   次のア、イ、ウ、エ及びアの各点を順次 唐津市鎮西町 団体漁業権 旧松区

第３５１号 小割式養殖業 12月31日まで 名護屋地先 に結んだ直線によって囲まれた区域 名護屋 第３５１号

 点ア：北緯　 33度 32分 23秒

 　　　東経　129度 52分 16秒

 点イ：北緯　 33度 32分 21秒

 　　　東経　129度 52分 15秒

 点ウ：北緯　 33度 32分 27秒

 　　　東経　129度 52分 04秒

 点エ：北緯　 33度 32分 29秒

 　　　東経　129度 52分 06秒
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別表第３

公示番号  漁業の名称  漁業の時期  漁場の位置 漁場の区域 関係地区
個別漁業権又は
団体漁業権の別

備　　考

松　　　区 介類小割式 １月１日から 唐津市呼子町   次のア、イ、ウ及びエの各点を順次に結ん 唐津市呼子町 団体漁業権 旧松区

第４０１号 養殖業 12月31日まで 加部島地先 だ直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれ 加部島 第４０１号

た区域  

 点ア：北緯　 33度 33分 14秒

 　　　東経　129度 53分 25秒

 点イ：北緯　 33度 33分 14秒

 　　　東経　129度 53分 26秒

 点ウ：北緯　 33度 33分 13秒

 　　　東経　129度 53分 26秒

 点エ：北緯　 33度 33分 13秒

 　　　東経　129度 53分 25秒

松　　　区 介類小割式 １月１日から 唐津市呼子町   次のア、イ、ウ、エ及びアの各点を順次 唐津市呼子町 団体漁業権 旧松区

第４０２号 養殖業  12月31日まで 小川島地先 に結んだ直線によって囲まれた区域 小川島 第４０３号

 点ア：北緯　 33度 35分 36秒  縮小

 　　　東経　129度 53分 51秒

 点イ：北緯　 33度 35分 35秒

 　　　東経　129度 53分 51秒

 点ウ：北緯　 33度 35分 35秒

 　　　東経　129度 53分 49秒

 点エ：北緯　 33度 35分 36秒

 　　　東経　129度 53分 49秒

松　　　区 介類小割式 １月１日から 唐津市鎮西町   次のア、イ、ウ、エ及びオの各点を順次に 唐津市鎮西町 団体漁業権 旧松区

第４０３号 養殖業 12月31日まで 名護屋方柄浦 結んだ直線と最大高潮時海岸線によってによ 名護屋 第４０４号

地先 って囲まれた区域  縮小

 点ア：北緯　 33度 32分 14秒

 　　　東経　129度 52分 16秒

 点イ：北緯　 33度 32分 16秒

 　　　東経　129度 52分 17秒

 点ウ：北緯　 33度 32分 18秒

 　　　東経　129度 52分 13秒

 点エ：北緯　 33度 32分 16秒

 　　　東経　129度 52分 12秒

 点オ：北緯　 33度 32分 15秒

 　　　東経　129度 52分 14秒

松　　　区 介類小割式 １月１日から 唐津市鎮西町   次のア、イ、ウ、エ及びアの各点を順次 唐津市鎮西町 団体漁業権  旧松区

第４０４号 養殖業 12月31日まで 小波戸浦 に結んだ直線によって囲まれた区域 波戸 第４０６号

 点ア：北緯　 33度 32分 57秒  

 　　　東経　129度 51分 35秒

 点イ：北緯　 33度 32分 58秒

 　　　東経　129度 51分 37秒

 点ウ：北緯　 33度 32分 54秒

 　　　東経　129度 51分 37秒

 点エ：北緯　 33度 32分 54秒

 　　　東経　129度 51分 35秒

松　　　区 介類小割式 １月１日から 唐津市鎮西町 　次のア、イ、ウ、エ及びアの各点を順次に 唐津市鎮西町 団体漁業権 旧松区

第４０５号 養殖業 12月31日まで 波戸地先 結んだ直線によって囲まれた区域 波戸 第４０７号

 点ア：北緯　 33度 32分 42秒

 　　　東経　129度 51分 30秒

 点イ：北緯　 33度 32分 41秒

 　　　東経　129度 51分 31秒

 点ウ：北緯　 33度 32分 40秒

 　　　東経　129度 51分 30秒

 点エ：北緯　 33度 32分 41秒

 　　　東経　129度 51分 29秒

松　　　区 介類小割式 １月１日から 唐津市鎮西町   次のア、イ、ウ、エ、オ及びアの各点を 唐津市鎮西町 団体漁業権 旧松区

第４０６号 養殖業 12月31日まで 波戸地先 順次に結んだ直線によって囲まれた区域 波戸 第４０８号

 点ア：北緯　 33度 32分 46秒

 　　　東経　129度 51分 30秒

 点イ：北緯　 33度 32分 47秒

 　　　東経　129度 51分 32秒

 点ウ：北緯　 33度 32分 46秒

 　　　東経　129度 51分 33秒

 点エ：北緯　 33度 32分 44秒

 　　　東経　129度 51分 34秒

 点オ：北緯　 33度 32分 43秒

 　　　東経　129度 51分 32秒

松　　　区 介類小割式 １月１日から 唐津市鎮西町   次のア、イ、ウ、エ及びオの各点を順次に 唐津市鎮西町 団体漁業権 旧松区

第４０７号 養殖業 12月31日まで 名護屋米納戸浦 結んだ直線と最大高潮時海岸線によって囲ま 名護屋（南 第４０９号

れた区域 区、北区を

 点ア：北緯　 33度 32分 17秒 除く）

 　　　東経　129度 50分 55秒

 点イ：北緯　 33度 32分 20秒

 　　　東経　129度 50分 48秒

 点ウ：北緯　 33度 32分 29秒

 　　　東経　129度 50分 43秒

 点エ：北緯　 33度 32分 25秒

 　　　東経　129度 51分 00秒

 点オ：北緯　 33度 32分 20秒

 　　　東経　129度 51分 01秒

松　　　区 介類小割式 １月１日から 唐津市鎮西町 　次のア、イ、ウ、エ及びアの各点を順次に 唐津市鎮西町 団体漁業権 旧松区

第４０８号 養殖業 12月31日まで 串 結んだ直線によって囲まれた区域 名護屋（南 第４１０号

 点ア：北緯　 33度 31分 24秒 区、北区を

 　　　東経　129度 51分 14秒 除く）及び串

 点イ：北緯　 33度 31分 25秒

 　　　東経　129度 51分 09秒

 点ウ：北緯　 33度 31分 29秒

 　　　東経　129度 51分 10秒

 点エ：北緯　 33度 31分 28秒

 　　　東経　129度 51分 15秒
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別表第３

公示番号  漁業の名称  漁業の時期  漁場の位置 漁場の区域 関係地区
個別漁業権又は
団体漁業権の別

備　　考

松　　　区 介類小割式 １月１日から 東松浦郡玄海町 次のア、イ、ウ、エ及びアの各点を順次に 東松浦郡玄海 団体漁業権 旧松区

第４０９号 養殖業 12月31日まで 外津湾内  結んだ直線によって囲まれた区域 町大字今村 第５０７号

 点ア：北緯　 33度 30分 46秒 の一部

 　　　東経　129度 51分 24秒

 点イ：北緯　 33度 30分 46秒

 　　　東経　129度 51分 21秒

 点ウ：北緯　 33度 30分 44秒

 　　　東経　129度 51分 21秒

 点エ：北緯　 33度 30分 44秒

 　　　東経　129度 51分 24秒

松　　　区 介類小割式 １月１日から 東松浦郡玄海町 　次のア、イ、ウ、エ及びアの各点を順次に 東松浦郡玄海 団体漁業権 旧松区

第４１０号 養殖業 12月31日まで 仮屋福浦  結んだ直線によって囲まれた区域 町大字仮屋 第４１５号

 点ア：北緯　 33度 28分 23秒

 　　　東経　129度 50分 06秒

 点イ：北緯　 33度 28分 22秒

 　　　東経　129度 50分 06秒

 点ウ：北緯　 33度 28分 23秒

 　　　東経　129度 50分 04秒

 点エ：北緯　 33度 28分 23秒

 　　　東経　129度 50分 05秒

松　　　区 介類小割式 １月１日から 唐津市肥前町  　次のア、イ、ウ、エ及びアの各点を順次に 唐津市肥前町 団体漁業権 旧松区

第４１１号 養殖業 12月31日まで 入野サヤ崎地先 結んだ直線によって囲まれた区域 鶴牧、納所、 第３２０号

  点ア：北緯　 33度 27分 26秒 入野  星賀、 第４１７号

 　　　東経　129度 47分 59秒 晴気及び向島 の一部

 点イ：北緯　 33度 27分 31秒  

 　　　東経　129度 48分 04秒

 点ウ：北緯　 33度 27分 30秒

 　　　東経　129度 48分 05秒

 点エ：北緯　 33度 27分 25秒

 　　　東経　129度 48分 00秒
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別表第３

公示番号  漁業の名称  漁業の時期  漁場の位置 漁場の区域 関係地区
個別漁業権又は
団体漁業権の別

備　　考

松　　　区 かき垂下式 １月１日から 唐津市大島地先 　次のア、イ、ウ、エ及びアの各点を順次に 唐津市西唐津、 団体漁業権 旧松区

第５０１号 養殖業 12月31日まで 結んだ直線によって囲まれた区域 大島及び唐房 第３０１号

 点ア：北緯　 33度 28分 16秒 の一部

 　　　東経　129度 58分 15秒

 点イ：北緯　 33度 28分 14秒

 　　　東経　129度 58分 10秒

 点ウ：北緯　 33度 28分 13秒

 　　　東経　129度 58分 11秒

 点エ：北緯　 33度 28分 13秒

 　　　東経　129度 58分 20秒

松　　　区 かき垂下式 １月１日から 唐津市大島地先 　次のア、イ、ウ、エ及びアの各点を順次に 唐津市西唐津、 団体漁業権 旧松区

第５０２号 養殖業 12月31日まで 結んだ直線によって囲まれた区域 大島及び唐房 第３０２号

 点ア：北緯　 33度 29分 11秒 の一部

 　　　東経　129度 57分 31秒

 点イ：北緯　 33度 29分 09秒

 　　　東経　129度 57分 29秒

 点ウ：北緯　 33度 29分 12秒

 　　　東経　129度 57分 26秒

 点エ：北緯　 33度 29分 13秒

 　　　東経　129度 57分 27秒

松　　　区 かき垂下式 １月１日から 唐津市鳩川地先   次のア、イ、ウ、エ及びアの各点を順次に 唐津市西唐津、 団体漁業権 旧松区

第５０３号 養殖業 12月31日まで 結んだ直線によって囲まれた区域 大島及び唐房 第５０１号

 点ア：北緯　 33度 28分 51秒

 　　　東経　129度 56分 16秒

 点イ：北緯　 33度 28分 51秒

 　　　東経　129度 56分 18秒

 点ウ：北緯　 33度 28分 50秒

 　　　東経　129度 56分 18秒

 点エ：北緯　 33度 28分 49秒

 　　　東経　129度 56分 15秒

松　　　区 かき垂下式 １月１日から 唐津市鳩川地先 　次のア、イ、ウ、エ及びアの各点を順次に 唐津市西唐津、 団体漁業権 旧松区

第５０４号 養殖業 12月31日まで 結んだ直線によって囲まれた区域 大島及び唐房 第５０２号

 点ア：北緯　 33度 29分 39秒

 　　　東経　129度 56分 57秒

 点イ：北緯　 33度 29分 47秒

 　　　東経　129度 57分 04秒

 点ウ：北緯　 33度 29分 45秒

 　　　東経　129度 57分 07秒

 点エ：北緯　 33度 29分 37秒

 　　　東経　129度 57分 00秒

松　　　区 かき垂下式 １月１日から 唐津市鳩川地先   次のア、イ、ウ、エ及びアの各点を順次に 唐津市西唐津、 団体漁業権 旧松区

第５０５号 養殖業 12月31日まで 結んだ直線によって囲まれた区域 大島及び唐房 第５０３号

 点ア：北緯　 33度 29分 47秒

 　　　東経　129度 57分 04秒

 点イ：北緯　 33度 29分 55秒

 　　　東経　129度 57分 10秒

 点ウ：北緯　 33度 29分 53秒

 　　　東経　129度 57分 14秒

 点エ：北緯　 33度 29分 45秒

 　　　東経　129度 57分 07秒

松　　　区 かき垂下式 １月１日から 唐津市鎮西町   次のア、イ、ウ、エ及びアの各点を順次に 唐津市鎮西町 団体漁業権 旧松区

第５０６号 養殖業 12月31日まで 名護屋野元地先 結んだ直線によって囲まれた区域 名護屋 第５０４号

 点ア：北緯　 33度 31分 12秒

 　　　東経　129度 52分 36秒

 点イ：北緯　 33度 31分 06秒

 　　　東経　129度 52分 35秒

 点ウ：北緯　 33度 31分 06秒

 　　　東経　129度 52分 31秒

 点エ：北緯　 33度 31分 13秒

 　　　東経　129度 52分 32秒

松　　　区 かき垂下式 １月１日から 唐津市鎮西町 　次のア、イ、ウ、エ及びアの各点を順次に 唐津市鎮西町 団体漁業権 旧松区

第５０７号 養殖業 12月31日まで 名護屋野元地先 結んだ直線によって囲まれた区域 名護屋（南 第５０５号

 点ア：北緯　 33度 31分 22秒 区、北区を

 　　　東経　129度 52分 43秒 除く）

 点イ：北緯　 33度 31分 16秒

 　　　東経　129度 52分 41秒

 点ウ：北緯　 33度 31分 16秒

 　　　東経　129度 52分 40秒

 点エ：北緯　 33度 31分 22秒

 　　　東経　129度 52分 41秒

松　　　区 かき垂下式 １月１日から 東松浦郡玄海町   次のア、イ、ウ、エ及びアの各点を順次に 東松浦郡玄海 団体漁業権 旧松区

第５０８号 養殖業 12月31日まで 外津湾内 結んだ直線によって囲まれた区域 町大字今村 第５０６号

 点ア：北緯　 33度 30分 46秒 及び唐津市

 　　　東経　129度 51分 14秒 鎮西町串

 点イ：北緯　 33度 30分 46秒

 　　　東経　129度 51分 20秒

 点ウ：北緯　 33度 30分 42秒

 　　　東経　129度 51分 20秒

 点エ：北緯　 33度 30分 41秒

 　　　東経　129度 51分 18秒

松　　　区 かき垂下式 １月１日から 東松浦郡玄海町 　次のア、イ、ウ、エ及びアの各点を順次に 東松浦郡玄海 団体漁業権 旧松区

第５０９号 養殖業 12月31日まで 外津湾内 結んだ直線によって囲まれた区域 町大字今村 第５０７号

 点ア：北緯　 33度 30分 44秒 の一部

 　　　東経　129度 51分 24秒

 点イ：北緯　 33度 30分 44秒

 　　　東経　129度 51分 21秒

 点ウ：北緯　 33度 30分 42秒

 　　　東経　129度 51分 24秒

 点エ：北緯　 33度 30分 42秒

 　　　東経　129度 51分 21秒
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別表第３

公示番号  漁業の名称  漁業の時期  漁場の位置 漁場の区域 関係地区
個別漁業権又は
団体漁業権の別

備　　考

松　　　区 かき垂下式 １月１日から 東松浦郡玄海町   次のア、イ、ウ、エ及びアの各点を順次に 東松浦郡玄海 団体漁業権 旧松区

第５１０号 養殖業 12月31日まで 外津湾内 結んだ直線によって囲まれた区域 町大字今村 第５０８号

 点ア：北緯　 33度 30分 31秒 拡大

 　　　東経　129度 51分 19秒

 点イ：北緯　 33度 30分 27秒

 　　　東経　129度 51分 19秒

 点ウ：北緯　 33度 30分 27秒

 　　　東経　129度 51分 12秒

 点エ：北緯　 33度 30分 31秒

 　　　東経　129度 51分 13秒

松　　　区 かき垂下式 １月１日から 東松浦郡玄海町 　次のア、イ、ウ、エの各点を順次に結んだ 東松浦郡玄海 団体漁業権 旧松区

第５１１号 養殖業 12月31日まで 直線によって囲まれた区域 町大字仮屋 第５０９号

 点ア：北緯　 33度 27分 46秒  

 　　　東経　129度 51分 07秒

 点イ：北緯　 33度 27分 54秒

 　　　東経　129度 51分 13秒

 点ウ：北緯　 33度 27分 50秒

 　　　東経　129度 51分 20秒

 点エ：北緯　 33度 27分 42秒

 　　　東経　129度 51分 14秒

松　　　区 かき垂下式 １月１日から 東松浦郡玄海町 　次のア、イ、ウ、エの各点を順次に結んだ 東松浦郡玄海 団体漁業権 新規漁業権

第５１２号 養殖業 12月31日まで 直線によって囲まれた区域 町大字仮屋

 点ア：北緯　 33度 28分 05秒  

 　　　東経　129度 51分 04秒

 点イ：北緯　 33度 27分 58秒

 　　　東経　129度 51分 14秒

 点ウ：北緯　 33度 27分 54秒

 　　　東経　129度 51分 11秒

 点エ：北緯　 33度 28分 01秒

 　　　東経　129度 51分 00秒

松　　　区 かき垂下式 １月１日から 東松浦郡玄海町   次のア、イ、ウ、エ及びアの各点を順次に 東松浦郡玄海 団体漁業権 旧松区

第５１３号 養殖業 12月31日まで 仮屋地先 結んだ直線によって囲まれた区域 町大字仮屋 第５１０号

 点ア：北緯　 33度 28分 02秒 拡大

 　　　東経　129度 50分 52秒

 点イ：北緯　 33度 28分 02秒

 　　　東経　129度 50分 51秒

 点ウ：北緯　 33度 28分 06秒

 　　　東経　129度 50分 50秒

 点エ：北緯　 33度 28分 06秒

 　　　東経　129度 50分 51秒

松　　　区 かき垂下式 １月１日から 東松浦郡玄海町 　次のア、イ、及びウの各点を順次に結ん 団体漁業権 旧松区

第５１４号 養殖業 12月31日まで 大字浜野浦水ノ だ直線と最大高潮時海岸線によって囲まれ 第５１１号

浦 た区域

 点ア：北緯　 33度 29分 22秒

 　　　東経　129度 50分 05秒

 点イ：北緯　 33度 29分 18秒

 　　　東経　129度 50分 05秒

 点ウ：北緯　 33度 29分 14秒

 　　　東経　129度 50分 12秒

松　　　区 かき垂下式 １月１日から 唐津市肥前町 　次のア及びイを結んだ直線とウ、エ、 唐津市肥前町 団体漁業権 旧松区

第５１５号 養殖業 12月31日まで 竹ノ子島地先 オ、カ、キ及びクの各点を順次に結んだ 鶴牧 第６０４号

直線とケ及びコを結んだ直線と最大高潮

時海岸線によって囲まれた区域

 点ア：北緯　 33度 27分 07秒

 　　　東経　129度 50分 51秒

 点イ：北緯　 33度 27分 06秒

 　　　東経　129度 50分 51秒

 点ウ：北緯　 33度 27分 06秒

 　　　東経　129度 50分 53秒

 点エ：北緯　 33度 26分 55秒

 　　　東経　129度 50分 42秒

 点オ：北緯　 33度 27分 07秒

 　　　東経　129度 50分 26秒

 点カ：北緯　 33度 27分 13秒

 　　　東経　129度 50分 32秒

 点キ：北緯　 33度 27分 14秒

 　　　東経　129度 50分 35秒

 点ク：北緯　 33度 27分 18秒

 　　　東経　129度 50分 43秒

 点ケ：北緯　 33度 27分 18秒

 　　　東経　129度 50分 46秒

 点ア：北緯　 33度 27分 15秒

 　　　東経　129度 50分 54秒

松　　　区 かき垂下式 １月１日から 唐津市肥前町   次のア、イ、ウ、エ、オ、カ及びアの各点 唐津市肥前町 団体漁業権 旧松区

第５１６号 養殖業 12月31日まで 入野サヤ崎地先 を順次に結んだ直線によって囲まれた区域 鶴牧、納所、 第３２０号
  点ア：北緯　 33度 27分 30秒 入野、星賀、 第４１７号

 　　　東経　129度 48分 05秒 晴気及び向島 の一部

 点イ：北緯　 33度 27分 23秒

 　　　東経　129度 48分 12秒

 点ウ：北緯　 33度 27分 19秒

 　　　東経　129度 48分 07秒

 点エ：北緯　 33度 27分 25秒

 　　　東経　129度 48分 01秒

松　　　区 かき垂下式 １月１日から 唐津市肥前町 　次のア、イ、ウ、エの各点を順次に結んだ 唐津市肥前町 団体漁業権 旧松区

第５１７号 養殖業 12月31日まで 晴気地先 直線と最大高潮時海岸線によって囲まれた区 入野 第５１３号

域

 点ア：北緯　 33度 26分 03秒

 　　　東経　129度 48分 39秒

 点イ：北緯　 33度 26分 01秒

 　　　東経　129度 48分 35秒

 点ウ：北緯　 33度 26分 03秒

 　　　東経　129度 48分 19秒

 点エ：北緯　 33度 26分 07秒

 　　　東経　129度 48分 20秒

東松浦郡玄海町
大字仮屋
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別表第３

公示番号  漁業の名称  漁業の時期  漁場の位置 漁場の区域 関係地区
個別漁業権又は
団体漁業権の別

備　　考

松　　　区 かき垂下式 １月１日から 唐津市肥前町 　次のア、イ、ウ、エ及びアの各点を順次に 唐津市肥前町 団体漁業権 旧松区

第５１８号 養殖業 12月31日まで 入野仏島地先 結んだ直線によって囲まれた区域 鶴牧、納所、 第５１４号

 点ア：北緯　 33度 25分 50秒 入野、 星賀、

 　　　東経　129度 48分 46秒 晴気及び向島

 点イ：北緯　 33度 25分 48秒

 　　　東経　129度 48分 44秒

 点ウ：北緯　 33度 25分 51秒

 　　　東経　129度 48分 40秒

 点エ：北緯　 33度 25分 53秒

 　　　東経　129度 48分 42秒

松　　　区 かき垂下式 １月１日から 唐津市肥前町 　次のア、イ、ウ、エ及びオの各点を順次に 唐津市肥前町 団体漁業権 旧松区

第５１９号 養殖業 12月31日まで 牛島南西側地先 結んだ直線と最大高潮時海岸線とによって囲 鶴牧、納所、 第５１５号

まれた区域 入野、 星賀、

 点ア：北緯　 33度 25分 53秒 晴気及び向島

 　　　東経　129度 48分 22秒

 点イ：北緯　 33度 25分 42秒

 　　　東経　129度 48分 38秒

 点ウ：北緯　 33度 25分 37秒

 　　　東経　129度 48分 33秒

 点エ：北緯　 33度 25分 47秒

 　　　東経　129度 48分 19秒

 点オ：北緯　 33度 25分 52秒

 　　　東経　129度 48分 21秒

松　　　区 かき垂下式 １月１日から 唐津市肥前町   次のア、イ、ウ、エ及びアの各点を順次に 唐津市肥前町 団体漁業権 旧松区

第５２０号 養殖業 12月31日まで 田野阿漕上倉 結んだ直線によって囲まれた区域 田野 第５１６号

地先  点ア：北緯　 33度 24分 47秒  

 　　　東経　129度 49分 56秒

 点イ：北緯　 33度 24分 42秒

 　　　東経　129度 49分 54秒

 点ウ：北緯　 33度 24分 44秒

 　　　東経　129度 49分 52秒

 点エ：北緯　 33度 24分 47秒

 　　　東経　129度 49分 54秒

松　　　区 かき垂下式 １月１日から 唐津市肥前町   次のア、イ、ウ、エ及びアの各点を 唐津市肥前町 団体漁業権 旧松区

第５２１号 養殖業 12月31日まで 高串地先 順次に結んだ直線によって囲まれた区域 第５１７号

 点ア：北緯　 33度 25分 26秒

 　　　東経　129度 49分 16秒

 点イ：北緯　 33度 25分 27秒

 　　　東経　129度 49分 13秒

 点ウ：北緯　 33度 25分 25秒

 　　　東経　129度 49分 12秒

 点エ：北緯　 33度 25分 24秒

 　　　東経　129度 49分 15秒

松　　　区 かき垂下式 １月１日から 唐津市肥前町   次のア、イ、ウ、エ及びオの各点を 唐津市肥前町 団体漁業権 旧松区

第５２２号 養殖業 12月31日まで 高串地先 順次に結んだ直線と最大高潮時海岸線とに 第３２４号

よって囲まれた区域 の一部

 点ア：北緯　 33度 25分 41秒

 　　　東経　129度 48分 39秒

 点イ：北緯　 33度 25分 41秒

 　　　東経　129度 48分 41秒

 点ウ：北緯　 33度 25分 38秒

 　　　東経　129度 48分 41秒

 点エ：北緯　 33度 25分 39秒

 　　　東経　129度 48分 39秒

 点オ：北緯　 33度 25分 40秒

 　　　東経　129度 48分 38秒

松　　　区 かき垂下式 １月１日から 唐津市肥前町   次のア、イ、ウ及びエの各点を順次に結 唐津市肥前町 団体漁業権 旧松区

第５２３号 養殖業 12月31日まで 大浦折口ノ浦 んだ直線と最大高潮時海岸線とによって囲 大浦 第５１８号

 まれた区域 拡大

 点ア：北緯　 33度 24分 13秒

 　　　東経　129度 51分 13秒

 点イ：北緯　 33度 24分 08秒

 　　　東経　129度 51分 11秒

 点ウ：北緯　 33度 24分 12秒

 　　　東経　129度 51分 00秒

 点エ：北緯　 33度 24分 21秒

 　　　東経　129度 51分 03秒

松　　　区 かき垂下式 １月１日から 唐津市肥前町   次のア、イ、ウ、エ及びオの各点を順次に 唐津市肥前町 団体漁業権 旧松区

第５２４号 養殖業 12月31日まで 大浦島山島東 結んだ直線と最大高潮時海岸線とによって囲 大浦 第５１９号

地先 まれた区域  

 点ア：北緯　 33度 24分 14秒

 　　　東経　129度 51分 33秒

 点イ：北緯　 33度 24分 13秒

 　　　東経　129度 51分 39秒

 点ウ：北緯　 33度 24分 05秒

 　　　東経　129度 51分 34秒

 点エ：北緯　 33度 24分 06秒

 　　　東経　129度 51分 31秒

 点オ：北緯　 33度 24分 07秒

 　　　東経　129度 51分 31秒
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別表第３

公示番号  漁業の名称  漁業の時期  漁場の位置 漁場の区域 関係地区
個別漁業権又は
団体漁業権の別

備　　考

松　　　区 かき垂下式 １月１日から 唐津市肥前町   次のア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ、ク及びケ 唐津市肥前町 団体漁業権 旧松区

第５２５号 養殖業 12月31日まで 満越亀地先 の各点を順次に結んだ直線と最大高潮時海岸線 大浦 第５２０号

とによって囲まれた区域 拡大

 点ア：北緯　 33度 24分 37秒

 　　　東経　129度 51分 38秒

 点イ：北緯　 33度 24分 39秒

 　　　東経　129度 51分 44秒

 点ウ：北緯　 33度 24分 27秒

 　　　東経　129度 51分 43秒

 点エ：北緯　 33度 24分 26秒

 　　　東経　129度 51分 41秒

 点オ：北緯　 33度 24分 26秒

 　　　東経　129度 51分 38秒

 点カ：北緯　 33度 24分 28秒

 　　　東経　129度 51分 36秒

 点キ：北緯　 33度 24分 32秒

 　　　東経　129度 51分 39秒

 点ク：北緯　 33度 24分 36秒

 　　　東経　129度 51分 39秒

松　　　区 かき垂下式 １月１日から 唐津市肥前町   次のア、イ、ウ、エ及びオの各点を順次に結んだ 唐津市肥前町 団体漁業権 旧松区

第５２６号 養殖業 12月31日まで 大浦津倉浦 直線とカ及びキの各点を結んだ直線と最大高潮時海 大浦 第５２１号

岸線とによって囲まれた区域

 点ア：北緯　 33度 24分 22秒

 　　　東経　129度 51分 50秒

 点イ：北緯　 33度 24分 22秒

 　　　東経　129度 51分 47秒

 点ウ：北緯　 33度 24分 27秒

 　　　東経　129度 51分 48秒

 点エ：北緯　 33度 24分 32秒

 　　　東経　129度 51分 47秒

 点オ：北緯　 33度 24分 31秒

 　　　東経　129度 51分 50秒

 点カ：北緯　 33度 24分 29秒

 　　　東経　129度 51分 51秒

 点キ：北緯　 33度 24分 26秒

 　　　東経　129度 51分 51秒

松　　　区 かき垂下式 １月１日から 唐津市肥前町   次のア、イ、ウ及びエの各点を順次に結ん 唐津市肥前町 団体漁業権 旧松区

第５２７号 養殖業 12月31日まで 大浦下中浦 だ直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれ 大浦 第５２２号

た区域

 点ア：北緯　 33度 24分 25秒

 　　　東経　129度 51分 58秒

 点イ：北緯　 33度 24分 23秒

 　　　東経　129度 52分 03秒

 点ウ：北緯　 33度 24分 25秒

 　　　東経　129度 52分 07秒

 点エ：北緯　 33度 24分 27秒

 　　　東経　129度 52分 02秒

松　　　区 かき垂下式 １月１日から 唐津市肥前町   次のア、イ、ウ、エ、オ及びカの各点を順 唐津市肥前町 団体漁業権 旧松区

第５２８号 養殖業 12月31日まで 満越みのば 次に結んだ直線とキ及びクの点を結んだ直線 大浦 第５２３号
地先 と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域 拡大

 点ア：北緯　 33度 24分 27秒

 　　　東経　129度 51分 41秒

 点イ：北緯　 33度 24分 27秒

 　　　東経　129度 51分 42秒

 点ウ：北緯　 33度 24分 22秒

 　　　東経　129度 51分 43秒

 点エ：北緯　 33度 24分 14秒

 　　　東経　129度 51分 40秒

 点オ：北緯　 33度 24分 14秒

 　　　東経　129度 51分 39秒

 点カ：北緯　 33度 24分 14秒

 　　　東経　129度 51分 33秒

 点キ：北緯　 33度 24分 18秒

 　　　東経　129度 51分 25秒

 点ク：北緯　 33度 24分 21秒

 　　　東経　129度 51分 26秒

松　　　区 かき垂下式 １月１日から 唐津市肥前町   次のア、イ、ウ及びエの各点を順次に結ん 唐津市肥前町 団体漁業権 旧松区

第５２９号 養殖業 12月31日まで 大字杉の浦 だ直線とオ及びカの点を結んだ直線と最大高 大字大浦 第５２４号

帆立島南側地先 潮時海岸線によって囲まれた区域

 点ア：北緯　 33度 24分 03秒

 　　　東経　129度 51分 52秒

 点イ：北緯　 33度 24分 02秒

 　　　東経　129度 51分 53秒

 点ウ：北緯　 33度 23分 55秒

 　　　東経　129度 51分 39秒

 点エ：北緯　 33度 23分 58秒

 　　　東経　129度 51分 36秒

 点オ：北緯　 33度 24分 03秒

 　　　東経　129度 51分 43秒

 点カ：北緯　 33度 24分 04秒

 　　　東経　129度 51分 43秒
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別表第３

公示番号  漁業の名称  漁業の時期  漁場の位置 漁場の区域 関係地区
個別漁業権又は
団体漁業権の別

備　　考

松　　　区 かき垂下式 １月１日から 唐津市肥前町   次のア、イ、ウ、エ、オ及びカの各点を順 唐津市肥前町 団体漁業権 旧松区

第５３０号 養殖業 12月31日まで 大字杉の浦 次に結んだ直線とキ及びクの点を結んだ直線 大字大浦 第５２５号

杉の浦地先 と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域

 点ア：北緯　 33度 23分 48秒

 　　　東経　129度 51分 59秒

 点イ：北緯　 33度 23分 49秒

 　　　東経　129度 51分 55秒

 点ウ：北緯　 33度 23分 46秒

 　　　東経　129度 51分 50秒

 点エ：北緯　 33度 23分 46秒

 　　　東経　129度 51分 46秒

 点オ：北緯　 33度 23分 52秒

 　　　東経　129度 51分 41秒

 点カ：北緯　 33度 23分 57秒

 　　　東経　129度 51分 50秒

 点キ：北緯　 33度 24分 00秒

 　　　東経　129度 52分 01秒

 点ク：北緯　 33度 23分 57秒

 　　　東経　129度 52分 02秒

松　　　区 かき垂下式 １月１日から 唐津市肥前町   次のア、イ、ウ及びエの各点を順次に結ん 唐津市肥前町 団体漁業権 旧松区

第５３１号 養殖業 12月31日まで 満越地先 だ直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれ 第５２６号

た区域

 点ア：北緯　 33度 24分 20秒

 　　　東経　129度 51分 03秒

 点イ：北緯　 33度 24分 12秒

 　　　東経　129度 51分 00秒

 点ウ：北緯　 33度 24分 22秒

 　　　東経　129度 50分 28秒

 点エ：北緯　 33度 24分 28秒

 　　　東経　129度 50分 30秒

松　　　区 かき垂下式 １月１日から 伊万里市   次のア、イ、ウ及びエの各点を順次に結ん 伊万里市 団体漁業権 旧松区

第５３２号 養殖業 12月31日まで 波多津町平串 だ直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれ 波多津町 第５２７号

地先 た区域

 点ア：北緯　 33度 22分 53秒

 　　　東経　129度 51分 57秒

 点イ：北緯　 33度 22分 51秒

 　　　東経　129度 51分 49秒

 点ウ：北緯　 33度 22分 42秒

 　　　東経　129度 51分 53秒

 点エ：北緯　 33度 22分 44秒

 　　　東経　129度 51分 58秒

松　　　区 かき垂下式 １月１日から 唐津市肥前町   次のア、イ及びウの各点を順次に結んだ直 唐津市肥前町 団体漁業権 旧松区

第５３３号 養殖業 12月31日まで 竹ノ子島地先 線とエ、オ、カ及びキの各点を順次に結んだ 鶴牧、納所、 第５２８号

直線とク、ケ及びコの各点を順次結んだ直線 入野、星賀、 第６５２号

と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域 晴気及び向島 第６５３号

 点ア：北緯　 33度 27分 25秒

 　　　東経　129度 50分 53秒

 点イ：北緯　 33度 27分 29秒

 　　　東経　129度 50分 55秒

 点ウ：北緯　 33度 27分 27秒

 　　　東経　129度 50分 59秒

 点エ：北緯　 33度 27分 26秒

 　　　東経　129度 51分 01秒

 点オ：北緯　 33度 27分 26秒

 　　　東経　129度 51分 06秒

 点カ：北緯　 33度 27分 15秒

 　　　東経　129度 51分 01秒

 点キ：北緯　 33度 27分 17秒

 　　　東経　129度 50分 51秒

 点ク：北緯　 33度 27分 19秒

 　　　東経　129度 50分 51秒

 点ケ：北緯　 33度 27分 20秒

 　　　東経　129度 50分 50秒

 点コ：北緯　 33度 27分 21秒

 　　　東経　129度 50分 51秒

松　　　区 かき垂下式 １月１日から 唐津市肥前町   次のア、イ、ウ、エの各点を順次に結んだ直 唐津市肥前町 団体漁業権 旧松区

第５３４号 養殖業 12月31日まで 入野ひら瀬地先 線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域 鶴牧、納所、 第５２９号

 点ア：北緯　 33度 25分 52秒 入野、星賀、

 　　　東経　129度 48分 37秒 晴気及び向島

 点イ：北緯　 33度 25分 50秒

 　　　東経　129度 48分 40秒

 点ウ：北緯　 33度 25分 59秒

 　　　東経　129度 48分 48秒

 点エ：北緯　 33度 25分 57秒

 　　　東経　129度 48分 41秒
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別表第３

公示番号  漁業の名称  漁業の時期  漁場の位置 漁場の区域 関係地区
個別漁業権又は
団体漁業権の別

備　　考

松　　　区 かきひび建て １月１日から 東松浦郡玄海町 　次のア、イ、ウ及びエの各点を順次に結ん 唐津市肥前町 団体漁業権 旧松区

第５５１号 養殖業 12月31日まで 大字牟形牟形浦 だ直線とオ及びカ各点を順次に結んだ最大高 鶴牧 第５１２号

潮時海岸線とによって囲まれた区域

 点ア：北緯　 33度 27分 15秒

 　　　東経　129度 50分 54秒

 点イ：北緯　 33度 27分 13秒

 　　　東経　129度 50分 59秒

 点ウ：北緯　 33度 27分 06秒

 　　　東経　129度 50分 53秒

 点エ：北緯　 33度 27分 06秒

 　　　東経　129度 50分 53秒

 点オ：北緯　 33度 27分 06秒

 　　　東経　129度 50分 51秒

 点カ：北緯　 33度 27分 07秒

 　　　東経　129度 50分 51秒

松　　　区 かきひび建て １月１日から 唐津市肥前町   次のア、イの各点を順次に結んだ直線と 唐津市肥前町 団体漁業権 旧松区

第５５２号 養殖業 12月31日まで 大浦地先 最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域 第５５１号

 点ア：北緯　 33度 24分 43秒

 　　　東経　129度 51分 40秒

 点イ：北緯　 33度 24分 39秒

 　　　東経　129度 51分 35秒

松　　　区 かきひび建て １月１日から 唐津市肥前町   次のア、イの各点を順次に結んだ直線と 唐津市肥前町 団体漁業権 旧松区

第５５３号 養殖業 12月31日まで 大浦下中浦地先 最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域 第５５２号

 点ア：北緯　 33度 24分 28秒

 　　　東経　129度 52分 02秒

 点イ：北緯　 33度 24分 25秒

 　　　東経　129度 52分 07秒
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別表第３

公示番号  漁業の名称  漁業の時期  漁場の位置 漁場の区域 関係地区
個別漁業権又は
団体漁業権の別

備　　考

松 　　区 真珠養殖業 １月１日から 唐津市鎮西町 　次のア、イ、ウ及びエの各点を順次に結ん 唐津市鎮西町 個別漁業権 旧松区

第６０１号  12月31日まで 大字名護屋 だ直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれ 及び肥前町 第６０１号

ヨノド浦 た区域  並びに

 点ア：北緯　 33度 32分 26秒  伊万里市

 　　　東経　129度 51分 03秒

 点イ：北緯　 33度 32分 25秒

 　　　東経　129度 51分 00秒

 点ウ：北緯　 33度 32分 29秒

 　　　東経　129度 50分 43秒

 点エ：北緯　 33度 32分 31秒

 　　　東経　129度 50分 46秒

松　　　区 真珠養殖業 １月１日から 唐津市肥前町   次のア、イ、ウ、エ及びアの各点を順次に 唐津市肥前町 個別漁業権 旧松区

第６０２号  12月31日まで 竹ノ子島 結んだ直線によって囲まれた区域 大字鶴牧、 第６０２号

北側地先  点ア：北緯　 33度 27分 39秒 大字入野、

 　　　東経　129度 51分 06秒 大字納所 、

 点イ：北緯　 33度 27分 31秒 大字星賀及び

 　　　東経　129度 51分 02秒 大字向島

 点ウ：北緯　 33度 27分 41秒

 　　　東経　129度 50分 43秒

 点エ：北緯　 33度 27分 47秒

 　　　東経　129度 50分 45秒

松　　　区 真珠養殖業 １月１日から 唐津市肥前町   次のア、イ、ウ、エ及びオの各点を順次に 唐津市肥前町 個別漁業権 旧松区

第６０３号  12月31日まで 竹ノ子島北側 結んだ直線とカ、キ及びクの各点を順次に結 大字鶴牧 第６０３号

地先 んだ直線とケ及びコの点を結んだ直線と最大

高潮時海岸線によって囲まれた区域

 点ア：北緯　 33度 27分 15秒

 　　　東経　129度 50分 33秒

 点イ：北緯　 33度 27分 17秒

 　　　東経　129度 50分 30秒

 点ウ：北緯　 33度 27分 37秒

 　　　東経　129度 50分 43秒

 点エ：北緯　 33度 27分 32秒

 　　　東経　129度 50分 53秒

 点オ：北緯　 33度 27分 23秒

 　　　東経　129度 50分 51秒

 点カ：北緯　 33度 27分 20秒

 　　　東経　129度 50分 45秒

 点キ：北緯　 33度 27分 20秒

 　　　東経　129度 50分 42秒

 点ク：北緯　 33度 27分 20秒

 　　　東経　129度 50分 36秒

 点ケ：北緯　 33度 27分 17秒

 　　　東経　129度 50分 35秒

 点コ：北緯　 33度 27分 20秒

松　　　区 真珠養殖業 １月１日から 唐津市肥前町 　次のア、イ、ウ、エ及びアの各点を順次に 唐津市肥前町 個別漁業権 旧松区

第６０４号  12月31日まで 鶴牧菖津地先 結んだ直線とによって囲まれた区域 鶴牧 第６０５号

 点ア：北緯　 33度 27分 13秒

 　　　東経　129度 50分 12秒

 点イ：北緯　 33度 27分 14秒

 　　　東経　129度 50分 10秒

 点ウ：北緯　 33度 27分 10秒

 　　　東経　129度 50分 08秒

 点エ：北緯　 33度 27分 09秒

 　　　東経　129度 50分 09秒

松　　　区 真珠養殖業 １月１日から 唐津市肥前町   次のア、イ、ウ、エ及びアの各点を順次に 唐津市肥前町 個別漁業権 旧松区

第６０５号  12月31日まで 鶴牧菖津地先 結んだ直線によって囲まれた区域 鶴牧 第６０６号

 点ア：北緯　 33度 27分 23秒

 　　　東経　129度 50分 16秒

 点イ：北緯　 33度 27分 22秒

 　　　東経　129度 50分 14秒

 点ウ：北緯　 33度 27分 22秒

 　　　東経　129度 50分 14秒

 点エ：北緯　 33度 27分 24秒

 　　　東経　129度 50分 15秒

松　　　区 真珠養殖業 １月１日から 唐津市肥前町 　次のア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ、ク、 唐津市肥前町 個別漁業権 旧松区

第６０６号 12月31日まで 鶴牧菖津地先 ケ、コ、サ、シ及びアの各点を順次に結んだ 鶴牧 第６０７号

 直線によって囲まれた区域

 点ア：北緯　 33度 27分 27秒

 　　　東経　129度 50分 21秒

 点イ：北緯　 33度 27分 25秒

 　　　東経　129度 50分 20秒

 点ウ：北緯　 33度 27分 25秒

 　　　東経　129度 50分 20秒

 点エ：北緯　 33度 27分 23秒

 　　　東経　129度 50分 18秒

 点オ：北緯　 33度 27分 24秒

 　　　東経　129度 50分 17秒

 点カ：北緯　 33度 27分 25秒

 　　　東経　129度 50分 18秒

 点キ：北緯　 33度 27分 25秒

 　　　東経　129度 50分 18秒

 点ク：北緯　 33度 27分 26秒

 　　　東経　129度 50分 18秒

 点ケ：北緯　 33度 27分 26秒

 　　　東経　129度 50分 18秒

 点コ：北緯　 33度 27分 27秒

 　　　東経　129度 50分 19秒

 点サ：北緯　 33度 27分 27秒

 　　　東経　129度 50分 19秒

 点シ：北緯　 33度 27分 28秒

 　　　東経　129度 50分 20秒
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別表第３

公示番号  漁業の名称  漁業の時期  漁場の位置 漁場の区域 関係地区
個別漁業権又は
団体漁業権の別

備　　考

松　　　区 真珠養殖業 １月１日から 唐津市肥前町   次のア、イ、ウ及びエの各点を順次に結ん 唐津市肥前町 個別漁業権 旧松区

第６０７号 12月31日まで 大字鶴牧トガリ だ直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれ 大字鶴牧、 第６０８号

 地先 た区域 大字入野、

 点ア：北緯　 33度 27分 48秒 大字納所、

 　　　東経　129度 50分 17秒 大字星賀及び

 点イ：北緯　 33度 27分 50秒 大字向島

 　　　東経　129度 50分 20秒

 点ウ：北緯　 33度 27分 47秒

 　　　東経　129度 50分 24秒

 点エ：北緯　 33度 27分 45秒

 　　　東経　129度 50分 21秒

松　　　区 真珠養殖業 １月１日から 唐津市郡肥前町   次のア、イ、ウ及びエの各点を順次に結ん 唐津市肥前町 個別漁業権 旧松区

第６０８号 12月31日まで 大字鶴牧 だ直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれ 大字鶴牧、 第６０９号

 た区域 大字入野、

 点ア：北緯　 33度 28分 06秒 大字納所、

 　　　東経　129度 49分 40秒 大字星賀及び

 点イ：北緯　 33度 28分 12秒 大字向島

 　　　東経　129度 49分 43秒

 点ウ：北緯　 33度 28分 06秒

 　　　東経　129度 49分 57秒

 点エ：北緯　 33度 27分 57秒

松　　　区 真珠養殖業 １月１日から 唐津市肥前町   次のア及びイの点を結んだ直線とウ及びエ 唐津市肥前町 個別漁業権 旧松区

第６０９号 12月31日まで 大字星賀柿ノ浦 の点を結んだ直線と最大高潮時海岸線とによ 大字星賀 第６１１号

 って囲まれた区域

 点ア：北緯　 33度 27分 22秒

 　　　東経　129度 47分 57秒

 点イ：北緯　 33度 27分 17秒

 　　　東経　129度 48分 02秒

 点ウ：北緯　 33度 27分 15秒

 　　　東経　129度 47分 57秒

 点エ：北緯　 33度 27分 18秒

 　　　東経　129度 47分 54秒

松　　　区 真珠養殖業 １月１日から 唐津市肥前町   次のア、イ、ウ、エ、オ及びカの各点を順 唐津市肥前町 個別漁業権 旧松区

第６１０号 12月31日まで 瓜ヶ坂黒崎鼻 次に結んだ直線と最大高潮時海岸線とによっ 大浦 第６１２号

 西側地先 て囲まれた区域

 　  点ア：北緯　 33度 24分 39秒

 　　　東経　129度 50分 15秒

 点イ：北緯　 33度 24分 38秒

 　　　東経　129度 50分 17秒

 点ウ：北緯　 33度 24分 35秒

 　　　東経　129度 50分 16秒

 点エ：北緯　 33度 24分 34秒

 　　　東経　129度 50分 16秒

 点オ：北緯　 33度 24分 28秒

 　　　東経　129度 50分 16秒

 点カ：北緯　 33度 24分 30秒

松　　　区 真珠養殖業 １月１日から 唐津市肥前町   次のア、イ、ウ、エ及びオの各点を順次に 唐津市肥前町 個別漁業権 旧松区

第６１１号 12月31日まで 大字杉野浦 結んだ直線とカ及びキの点を結んだ直線と最 大字大浦 第６１６号

帆立島北西側 大高潮時海岸線とによって囲まれた区域

地先  点ア：北緯　 33度 23分 58秒

 　　　東経　129度 51分 36秒

 点イ：北緯　 33度 24分 01秒

 　　　東経　129度 51分 34秒

 点ウ：北緯　 33度 24分 05秒

 　　　東経　129度 51分 36秒

 点エ：北緯　 33度 24分 14秒

 　　　東経　129度 51分 51秒

 点オ：北緯　 33度 24分 13秒

 　　　東経　129度 51分 54秒

 点カ：北緯　 33度 24分 04秒

 　　　東経　129度 51分 43秒

 点キ：北緯　 33度 24分 03秒

 　　　東経　129度 51分 43秒

松　　　区 真珠養殖業 １月１日から 唐津市肥前町   次のア、イ、ウ、エ、オ及びカの各点を順 唐津市肥前町 個別漁業権 旧松区

第６１２号 12月31日まで 大字湯野浦 次に結んだ直線と最大高潮時海岸線とによっ 大字大浦 第６１７号
茶釜石南側地先 て囲まれた区域

 点ア：北緯　 33度 23分 46秒

 　　　東経　129度 52分 09秒

 点イ：北緯　 33度 23分 42秒

 　　　東経　129度 52分 06秒

 点ウ：北緯　 33度 23分 42秒

 　　　東経　129度 52分 01秒

 点エ：北緯　 33度 23分 43秒

 　　　東経　129度 51分 54秒

 点オ：北緯　 33度 23分 49秒

 　　　東経　129度 51分 55秒

 点カ：北緯　 33度 23分 48秒

 　　　東経　129度 52分 03秒
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別表第３

公示番号  漁業の名称  漁業の時期  漁場の位置 漁場の区域 関係地区
個別漁業権又は
団体漁業権の別

備　　考

松　　　区 真珠母貝垂下式 １月１日から 東松浦郡玄海町   次のア、イ、ウ、エ、オ及びカの各点を順 唐津市肥前町 団体漁業権 旧松区

第６５１号 養殖業 12月31日まで 大字牟形新開 次に結んだ直線と最大高潮時海岸線とによっ 鶴牧、納所、 第６５１号

地先 て囲まれた区域 入野、星賀、

 点ア：北緯　 33度 27分 24秒 晴気及び向島

 　　　東経　129度 51分 17秒

 点イ：北緯　 33度 27分 26秒

 　　　東経　129度 51分 17秒

 点ウ：北緯　 33度 27分 30秒

 　　　東経　129度 51分 09秒

 点エ：北緯　 33度 27分 14秒

 　　　東経　129度 51分 02秒

 点オ：北緯　 33度 27分 14秒

 　　　東経　129度 51分 03秒

 点カ：北緯　 33度 27分 01秒

 　　　東経　129度 50分 53秒

 点キ：北緯　 33度 27分 00秒

 　　　東経　129度 50分 55秒

 点ク：北緯　 33度 27分 00秒

松　　　区 真珠母貝垂下式 １月１日から 唐津市肥前町   次のア、イ、ウ及びエの各点を順次に結ん 唐津市肥前町 団体漁業権 旧松区

第６５２号 養殖業 12月31日まで 鶴牧菖津地先 だ直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれ 鶴牧 第６５４号

た区域からオ。カ、キ及びクの各点を順次に

結んだ直線と最大高潮時海岸線とによって囲

まれた区域を除いた区域

 点ア：北緯　 33度 27分 14秒

 　　　東経　129度 50分 09秒

 点イ：北緯　 33度 27分 14秒

 　　　東経　129度 50分 10秒

 点ウ：北緯　 33度 27分 10秒

 　　　東経　129度 50分 08秒

 点エ：北緯　 33度 27分 11秒

 　　　東経　129度 50分 06秒

 点オ：北緯　 33度 27分 12秒

 　　　東経　129度 50分 07秒

 点カ：北緯　 33度 27分 11秒

 　　　東経　129度 50分 07秒

 点キ：北緯　 33度 27分 12秒

 　　　東経　129度 50分 07秒

 点ク：北緯　 33度 27分 12秒

 　　　東経　129度 50分 07秒

松　　　区 真珠母貝垂下式 １月１日から 唐津市肥前町   次のア、イ、ウ、エ、オ。カ、キ及びクの 唐津市肥前町 団体漁業権 旧松区

第６５３号 養殖業 12月31日まで 鶴牧菖津地先 各点を順次に結んだ直線と最大高潮時海岸線 鶴牧 第６５５号

とによって囲まれた区域

 点ア：北緯　 33度 27分 24秒

 　　　東経　129度 50分 14秒

 点イ：北緯　 33度 27分 24秒

 　　　東経　129度 50分 14秒

 点ウ：北緯　 33度 27分 24秒

 　　　東経　129度 50分 15秒

 点エ：北緯　 33度 27分 24秒

 　　　東経　129度 50分 15秒

 点オ：北緯　 33度 27分 22秒

 　　　東経　129度 50分 14秒

 点カ：北緯　 33度 27分 23秒

 　　　東経　129度 50分 13秒

 点キ：北緯　 33度 27分 23秒

 　　　東経　129度 50分 14秒

 点ク：北緯　 33度 27分 24秒

 　　　東経　129度 50分 13秒

松　　　区 真珠母貝垂下式 １月１日から 唐津市肥前町   次のア、イ、ウ、エ、オ。カ、キ、ク、 唐津市肥前町 団体漁業権 旧松区

第６５４号 養殖業 12月31日まで 鶴牧菖津地先 ケ、コ、サ及びシの各点を順次に結んだ直線 鶴牧 第６５６号

と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域

 点ア：北緯　 33度 27分 29秒

 　　　東経　129度 50分 18秒

 点イ：北緯　 33度 27分 28秒

 　　　東経　129度 50分 19秒

 点ウ：北緯　 33度 27分 29秒

 　　　東経　129度 50分 19秒

 点エ：北緯　 33度 27分 28秒

 　　　東経　129度 50分 20秒

 点オ：北緯　 33度 27分 27秒

 　　　東経　129度 50分 19秒

 点カ：北緯　 33度 27分 27秒

 　　　東経　129度 50分 19秒

 点キ：北緯　 33度 27分 26秒

 　　　東経　129度 50分 18秒

 点ク：北緯　 33度 27分 26秒

 　　　東経　129度 50分 18秒

 点ケ：北緯　 33度 27分 25秒

 　　　東経　129度 50分 18秒

 点コ：北緯　 33度 27分 25秒

 　　　東経　129度 50分 18秒

 点サ：北緯　 33度 27分 24秒

 　　　東経　129度 50分 17秒

 点シ：北緯　 33度 27分 25秒

 　　　東経　129度 50分 16秒
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別表第３

公示番号  漁業の名称  漁業の時期  漁場の位置 漁場の区域 関係地区
個別漁業権又は
団体漁業権の別

備　　考

松　　　区 真珠母貝垂下式 １月１日から 唐津市肥前町   次のア、イ、ウ及びエの各点を順次に結ん 唐津市肥前町 団体漁業権 旧松区

第６５５号 養殖業 12月31日まで 星賀元者浦 だ直線、オ及びカを結んだ直線並びに最大高 鶴牧、納所、 第６５７号

潮時海岸線によって囲まれた区域 入野、 星賀、

 点ア：北緯　 33度 27分 35秒 晴気及び向島

  　　　東経　129度 47分 40秒

 点イ：北緯　 33度 27分 37秒

 　　　東経　129度 47分 42秒

 点ウ：北緯　 33度 27分 29秒

 　　　東経　129度 47分 52秒

 点エ：北緯　 33度 27分 28秒

 　　　東経　129度 47分 50秒

 点オ：北緯　 33度 27分 27秒

 　　　東経　129度 47分 42秒

 点カ：北緯　 33度 27分 29秒

 　　　東経　129度 47分 39秒

松　　　区 真珠母貝垂下式 １月１日から 唐津市肥前町   次のア、イ及びウの各点を順次に結んだ直 唐津市肥前町 団体漁業権 旧松区

第６５６号 養殖業 12月31日まで 大浦石坂次郎鼻 線とエ、オ及びカの各点を順次に結んだ直線 大浦 第６５８号

地先 と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域  

 点ア：北緯　 33度 24分 25秒

 　　　東経　129度 51分 58秒

 点イ：北緯　 33度 24分 23秒

 　　　東経　129度 52分 03秒

 点ウ：北緯　 33度 24分 21秒

 　　　東経　129度 52分 01秒

 点エ：北緯　 33度 24分 20秒

 　　　東経　129度 51分 59秒

 点オ：北緯　 33度 24分 14秒

 　　　東経　129度 51分 51秒

 点カ：北緯　 33度 24分 22秒

 　　　東経　129度 51分 50秒

松　　　区 真珠母貝垂下式 １月１日から 唐津市肥前町   次のア及びイの点を結んだ直線とウ及びエ 唐津市肥前町 団体漁業権 旧松区

第６５７号 養殖業 12月31日まで 杉の浦 の点を結んだ直線とオ、カ及びキの各点を順 大浦 第６５９号

びしろの浦 次に結んだ直線と最大高潮時海岸線とによっ

て囲まれた区域

 点ア：北緯　 33度 24分 18秒

 　　　東経　129度 52分 05秒

 点イ：北緯　 33度 24分 17秒

 　　　東経　129度 52分 05秒

 点ウ：北緯　 33度 24分 15秒

 　　　東経　129度 51分 59秒

 点エ：北緯　 33度 24分 13秒

 　　　東経　129度 51分 57秒

 点オ：北緯　 33度 24分 13秒

 　　　東経　129度 51分 54秒

 点カ：北緯　 33度 24分 14秒

 　　　東経　129度 51分 51秒

 点キ：北緯　 33度 24分 20秒

 　　　東経　129度 51分 59秒

松　　　区 真珠母貝垂下式 １月１日から 唐津市肥前町   次のア、イ、ウ及びエの各点を順次に結ん 唐津市肥前町 団体漁業権 旧松区

第６５８号 養殖業 12月31日まで 杉野浦杉の浦 だ直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれ 大浦 第６６０号

た区域

 点ア：北緯　 33度 24分 05秒

 　　　東経　129度 52分 04秒

 点イ：北緯　 33度 24分 01秒

 　　　東経　129度 52分 01秒

 点ウ：北緯　 33度 24分 02秒

 　　　東経　129度 51分 57秒

 点エ：北緯　 33度 24分 05秒

 　　　東経　129度 51分 59秒

松　　　区 真珠母貝垂下式 １月１日から 唐津市肥前町   次のア、イ、ウ及びエの各点を順次に結ん 唐津市肥前町 団体漁業権 旧松区

第６５９号 養殖業 12月31日まで 湯野浦地先 だ直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれ 大浦 第６６１号

た区域  

 点ア：北緯　 33度 23分 38秒

 　　　東経　129度 52分 04秒

 点イ：北緯　 33度 23分 40秒

 　　　東経　129度 52分 05秒

 点ウ：北緯　 33度 23分 39秒

 　　　東経　129度 52分 14秒

 点エ：北緯　 33度 23分 37秒

 　　　東経　129度 52分 13秒

松　　　区 真珠母貝垂下式 １月１日から 唐津市肥前町 　次のア、イ、ウ及びエの各点を順次に結ん 唐津市肥前町 団体漁業権 旧松区

第６６０号 養殖業 12月31日まで 湯野浦角串鼻 だ直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれ 大浦 第６６２号

北側地先 た区域

 点ア：北緯　 33度 23分 38秒

 　　　東経　129度 51分 54秒

 点イ：北緯　 33度 23分 41秒

 　　　東経　129度 51分 56秒

 点ウ：北緯　 33度 23分 40秒

 　　　東経　129度 52分 05秒
 点エ：北緯　 33度 23分 38秒
 　　　東経　129度 52分 04秒
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区 画 漁 業 
（その２）  
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５ 区画漁業（その２）  
（１） 公示番号 別表第４のとおり 
（２） 免許の内容たるべき事項 

ア 漁業の種類 第２種区画漁業 
イ 漁業の名称 別表第４のとおり 
ウ 漁業の時期 別表第４のとおり 
エ 漁場の位置 別表第４のとおり 
オ 漁場の区域 別表第４のとおり 

（３） 免許予定日  令和５年９月１日 

（４） 申 請期 間   令和５年６月１日から令和５年７月３日まで 

（５） 関係地区 別表４のとおり 
 
備考 

 存 続期 間   令和５年９月１日から令和１５年８月３１日まで 

 漁場計画図  別図第２のとおり  
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別表第４

公示番号  漁業の名称  漁業の時期  漁場の位置 漁場の区域 関係地区
個別漁業権又は
団体漁業権の別

備　　考

松　　　区 くるまえび １月１日から 唐津市浜玉町   次のア、イ及びウの点を順次に結んだ 唐津市浜玉町 個別漁業権 旧松区

 第７０１号 築堤式養殖業 12月31日まで 大字浜崎地先 直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた 第７０１号

区域

 点ア：北緯　 33度 27分 33秒

 　　　東経　130度 02分 15秒

 点イ：北緯　 33度 27分 30秒

 　　　東経　130度 02分 20秒

 点ウ：北緯 　33度 27分 30秒

 　　　東経　130度 02分 24秒

松　　　区 くるまえび １月１日から 伊万里市   次のア及びイの点を結んだ直線と最大高潮 伊万里市 個別漁業権 旧松区

 第７０２号 築堤式養殖業 12月31日まで 波多津町煤屋 時海岸線とによって囲まれた区域 波多津町 第７０２号
中鼻地先  点ア：北緯　 33度 21分 35秒

 　　　東経　129度 51分 00秒

 点イ：北緯　 33度 21分 35秒

 　　　東経　129度 51分 04秒

松　　　区 くるまえび １月１日から 伊万里市   次のア及びイの点を結んだ直線とウ及びエ 伊万里市 個別漁業権 旧松区

第７０３号 築堤式養殖業 12月31日まで 波多津町煤屋 の点を結んだ直線とオ及びカの点を結んだ直 波多津町 第７０３号
中鼻地先 線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区

域
 点ア：北緯　 33度 21分 21秒
 　　　東経　129度 50分 58秒
 点イ：北緯　 33度 21分 23秒
 　　　東経　129度 50分 58秒
 点ウ：北緯　 33度 21分 25秒
 　　　東経　129度 50分 59秒
 点エ：北緯　 33度 21分 26秒
 　　　東経　129度 50分 59秒
 点オ：北緯　 33度 21分 28秒
 　　　東経　129度 50分 58秒
 点カ：北緯　 33度 21分 30秒
 　　　東経　129度 51分 00秒
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区 画 漁 業 
（その３）  
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５ 区画漁業（その３）  
（１） 公示番号 別表第５のとおり 
（２） 免許の内容たるべき事項 

ア 漁業の種類 第３種区画漁業 
イ 漁業の名称 別表第５のとおり 
ウ 漁業の時期 別表第５のとおり 
エ 漁場の位置 別表第５のとおり 
オ 漁場の区域 別表第５のとおり 

（３） 免許予定日  令和５年９月１日 

（４） 申 請期 間   令和５年６月１日から令和５年７月３日まで 

（５） 関係地区 別表５のとおり 
 
備考 

 存 続期 間   令和５年９月１日から令和１０年８月３１日まで 

 漁場計画図  別図第２のとおり  
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別表第５

公示番号  漁業の名称  漁業の時期  漁場の位置 漁場の区域 関係地区
個別漁業権又は
団体漁業権の別

備　　考

松　　　区 あさり養殖業 １月１日から 伊万里市   次のア、イ、ウ、エ及びアの各点を順次に 伊万里市 団体漁業権 旧松区
第８０１号 12月31日まで 波多津町煤屋 結んだ直線によって囲まれた区域 波多津町 第８０１号

地先  点ア：北緯　 33度 22分 03秒
 　　　東経　129度 51分 07秒
 点イ：北緯　 33度 21分 56秒
 　　　東経　129度 51分 06秒
 点ウ：北緯　 33度 21分 56秒
 　　　東経　129度 51分 03秒
 点エ：北緯　 33度 22分 03秒
 　　　東経　129度 51分 04秒

松　　　区 あさり養殖業 １月１日から 伊万里市  　次のア、イ、ウ、エ、オ及びアの各点を順 伊万里市 団体漁業権 旧松区
第８０２号 12月31日まで 波多津町煤屋  次に結んだ直線によって囲まれた区域 波多津町 第８０２号

地先  点ア：北緯　 33度 22分 03秒
 　　　東経　129度 51分 00秒
 点イ：北緯　 33度 21分 55秒
 　　　東経　129度 50分 57秒
 点ウ：北緯　 33度 21分 55秒
 　　　東経　129度 50分 54秒
 点エ：北緯　 33度 22分 01秒
 　　　東経　129度 50分 56秒
 点オ：北緯　 33度 22分 03秒
 　　　東経　129度 50分 58秒

松　　　区 あさり養殖業 １月１日から 伊万里市   次のア、イ、ウ、エ及びアの各点を順次に 伊万里市 団体漁業権 旧松区
第８０３号 12月31日まで 波多津町煤屋 結んだ直線によって囲まれた区域 波多津町 第８０３号

地先  点ア：北緯　 33度 21分 56秒
 　　　東経　129度 50分 53秒
 点イ：北緯　 33度 21分 52秒
 　　　東経　129度 50分 56秒
 点ウ：北緯　 33度 21分 50秒
 　　　東経　129度 50分 54秒
 点エ：北緯　 33度 21分 53秒
 　　　東経　129度 50分 50秒

松　　　区 あさり養殖業 １月１日から 伊万里市 　次のア、イ及びウの各点を順次に結んだ 伊万里市 団体漁業権 旧松区
第８０４号 12月31日まで 波多津町焼山鼻 直線と最大高潮時海岸線とによって囲まれ 波多津町 第８０４号

地先 た区域
 点ア：北緯　 33度 23分 08秒
 　　　東経　129度 51分 54秒
 点イ：北緯　 33度 23分 12秒
 　　　東経　129度 51分 53秒
 点ウ：北緯　 33度 23分 15秒
 　　　東経　129度 51分 55秒
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公  示 
 
 漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第６４条第５項の規定により、松浦海区における

漁業の免許について、下記のとおり公聴会を開催する。 
 
   令和５年４月 日 
 
                      松浦海区漁業調整委員会 
                      会 長  川 嵜  和 正 
 

記 
 
１ 日時 令和５年４月 日（ ）〇：〇～ 
 
２ 場所 唐津市海岸通り７１８２番地２１７ 
     唐津市水産会館 多目的ホール 
 
３ 議事 漁業免許に係る免許の内容たるべき事項、免許予定日、申請期間及び地元関係

地区について 
 
４ 漁場計画の内容 
     松浦海区漁業調整委員会事務局（佐賀市城内一丁目１番５９号佐賀県農林水産 
     部水産課内）において閲覧に供するほか、ホームページにおいて公開する。 
 
５ 公聴会において意見を述べようとする者（以下「公述者」という。）の範囲 
（１）漁業権者 
（２）入漁権者 
（３）漁業権漁業の経営者 
（４）漁業協同組合関係者 
（５）その他利害関係のある者 
 
６ 公述者の注意事項 
（１）公述者は、あらかじめ発言内容の要旨等を文書で令和〇年４月〇日（〇）までに松

浦海区漁業調整委員会事務局に提出しなければならない。 
（２）公述者は、公聴会の期日に出席し、会長の許可を得て発言することができる。 
（３）公述者の代理人として発言する者は、代理人であることを証する書面を提示しなけ

ればならない。 
（４）公述者の発言は、その意見を聴こうとする事件の範囲を超えてはならない。 
 
         意見書の提出先                      

 〒840-8570  佐賀市城内一丁目１番 59 号  
 （佐賀県農林水産部水産課内） 

          佐賀県海区漁業調整委員会事務局 
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エ 養殖スケジュール 

 

２． 安全対策 

施設の維持管理については、肥前統括支所が適切に管理を行う。 

 

３．その他 

（緊急時の措置） 

台風の接近などになり災害が起こる可能性が懸念される場合は、養殖施設の補強、撤去などの

措置を速やかに行うこととする。 

また、万一本試験養殖に起因する事故・トラブル等が発生した場合は、当支所で責任を持って

対応することとする。 

○ 緊急時の連絡先 

佐賀玄海漁業協同組合肥前統括支所    0955-54-2131 

 

 

 

 R5.3 月      6 月     9 月       11 月～R6.1 月     R6.2 月末 

作業内容 
筏・種苗→ 養殖管理（網替え・貝掃除） →   身入り状況の把握    →試験終了 

設置     生残確認                 試験出荷 
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（別 紙） 

くろまぐろに関する令和４管理年度（令和４年４月１日から令和５年３月３１日までの

期間をいう。）における漁業法第１６条第１項に定める数量は、次のとおりとする。 

 

第１ くろまぐろ（小型魚） 

 １ 都道府県別漁獲可能量について、本県に定められた数量 

    ２０．１トン  

 

 ２ 知事管理区分に配分する数量 

知事管理区分 配分数量 

佐賀県くろまぐろ（小型魚）定置漁業 ８．１トン 

佐賀県くろまぐろ（小型魚）漁船漁業 ９．０トン 

 

第２ くろまぐろ（大型魚） 

 １ 都道府県別漁獲可能量について、本県に定められた数量 

    ８．６トン  

 

 ２ 知事管理区分に配分する数量 

知事管理区分 配分数量 

佐賀県くろまぐろ（大型魚）定置漁業 ６．０トン 

佐賀県くろまぐろ（大型魚）漁船漁業 ２．６トン 
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４ 水 管 第 3 6 5 1 号  

令和５年３月９日  

 

 

佐賀県知事 殿 

 

 

農林水産大臣 野村 哲郎 

 

くろまぐろに関する令和４管理年度における都道府県別漁獲可能量の変更の通知 

 

くろまぐろに関する令和４管理年度における都道府県別漁獲可能量の変更の通知につい

て、漁業法（昭和 24 年法律第 267 号）第 15 条第６項の規定に基づき、下記の表のとおり

都道府県別漁獲可能量を変更したので、同項において準用する同条第４項の規定に基づき、

通知いたします。 

 

記 

 

（表） くろまぐろに関する令和４管理年度における都道府県別漁獲可能量の変更の通知 

 

特定水産資源 
 
 

変更した都道府県別漁獲可能量 
（佐賀県分） 

（変更前） （変更後） 

くろまぐろ（小型魚） 17.1トン 20.1トン 

くろまぐろ（大型魚） 8.6トン 8.6トン 
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 日 本 海 ・ 九 州 西 広 域 漁 業 調 整 委 員 会 指 示 第 七 十 二 号  

 

 漁 業 法 （ 昭 和 二 十 四 年 法 律 第 二 百 六 十 七 号 ） 第 百 二 十 一 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ き 、

遊 漁 者 の く ろ ま ぐ ろ の 採 捕 に つ い て 、 次 の と お り 指 示 す る 。  

 

 令 和 五 年 三 月 十 四 日  

            日 本 海 ・ 九 州 西 広 域 漁 業 調 整 委 員 会  会 長  田 中 栄 次  

 

 日 本 海 ・ 九 州 西 広 域 漁 業 調 整 委 員 会 に よ る 遊 漁 者 の く ろ ま ぐ ろ の 採 捕 に 係 る 委 員 会

指 示  

 

１  定 義  

  こ の 指 示 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る

と こ ろ に よ る 。  

⑴  「 遊 漁 者 」  水 産 動 植 物 を 採 捕 す る 者 で あ っ て 、 次 に 掲 げ る 場 合 の い ず れ に も

該 当 し な い も の を い う 。  

   ア  漁 業 者 が 漁 業 を 営 む 場 合  

  イ  漁 業 従 事 者 が 漁 業 者 の た め に 水 産 動 植 物 の 採 捕 に 従 事 す る 場 合  

   ウ  試 験 研 究 又 は 教 育 実 習 を 行 う 者 が そ の た め に 水 産 動 植 物 を 採 捕 す る 場 合  

⑵  「 日 本 海 ・ 九 州 西 海 域 」  漁 業 法 （ 昭 和 二 十 四 年 法 律 第 二 百 六 十 七 号 ） 第 百 五

十 二 条 第 二 項 及 び 漁 業 法 施 行 令 （ 昭 和 二 十 五 年 政 令 第 三 十 号 ） 第 十 六 条 に 規 定 す

る 日 本 海 ・ 九 州 西 海 域 を い う 。  

⑶  「 く ろ ま ぐ ろ （ 小 型 魚 ） 」  く ろ ま ぐ ろ の う ち 、 三 十 キ ロ グ ラ ム 未 満 の も の を

い う 。  

⑷  「 く ろ ま ぐ ろ （ 大 型 魚 ） 」  く ろ ま ぐ ろ の う ち 、 三 十 キ ロ グ ラ ム 以 上 の も の を

い う 。  

 

２  く ろ ま ぐ ろ （ 小 型 魚 ） の 採 捕 の 制 限  

遊 漁 者 は 、 日 本 海 ・ 九 州 西 海 域 に お い て く ろ ま ぐ ろ （ 小 型 魚 ） を 採 捕 し て は な ら

な い 。 く ろ ま ぐ ろ （ 小 型 魚 ） を 意 図 せ ず 採 捕 し た 場 合 に は 、 直 ち に 海 中 に 放 流 し な

け れ ば な ら な い 。  

 

３  く ろ ま ぐ ろ （ 大 型 魚 ） の 採 捕 の 制 限  

⑴  遊 漁 者 は 、 日 本 海 ・ 九 州 西 海 域 に お い て 採 捕 し た く ろ ま ぐ ろ （ 大 型 魚 ） を 一 人

一 日 あ た り 一 尾 を 超 え て 保 持 し て は な ら な い 。 く ろ ま ぐ ろ （ 大 型 魚 ） を 保 持 し た

者 が 別 の く ろ ま ぐ ろ （ 大 型 魚 ） （ 以 下 「 別 個 体 」 と い う 。 ） を 採 捕 し た 場 合 は 、
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直 ち に 別 個 体 を 海 中 に 放 流 し な け れ ば な ら な い 。  
⑵  遊 漁 者 は 、 日 本 海 ・ 九 州 西 海 域 に お い て く ろ ま ぐ ろ （ 大 型 魚 ） を 採 捕 し た 場 合

に は 、 採 捕 し た く ろ ま ぐ ろ （ 大 型 魚 ） を 陸 揚 げ し た 日 か ら 五 日 以 内 に 、 次 の 各 号

に 掲 げ る 事 項 を 水 産 庁 資 源 管 理 部 管 理 調 整 課 沿 岸 ・ 遊 漁 室 に 報 告 し な け れ ば な ら

な い 。  

  ア  採 捕 し た 者 の 氏 名 、 住 所 （ 法 人 に あ っ て は 、 そ の 名 称 、 代 表 者 の 氏 名 及 び 主

た る 事 務 所 の 所 在 地 ） 、 電 話 番 号 及 び 電 子 メ ー ル ア ド レ ス  

 イ   採 捕 し た く ろ ま ぐ ろ （ 大 型 魚 ） の 尾 数 及 び 重 量  

 ウ   採 捕 し た く ろ ま ぐ ろ （ 大 型 魚 ） を 陸 揚 げ し た 日  

 エ   採 捕 し た 海 域  

 オ  遊 漁 船 を 利 用 し て 採 捕 し た 場 合 は 、 そ の 船 名 及 び 登 録 都 道 府 県 名  

⑶  日 本 海 ・ 九 州 西 広 域 漁 業 調 整 委 員 会 会 長 は 、 日 本 海 ・ 九 州 西 海 域 に お け る 遊 漁

者 に よ る く ろ ま ぐ ろ （ 大 型 魚 ） の 採 捕 が 、 漁 獲 可 能 量 制 度 に 基 づ く く ろ ま ぐ ろ の

資 源 管 理 の 枠 組 み 又 は 遊 漁 者 に よ る 資 源 管 理 の 取 組 に 支 障 を 来 す お そ れ が あ る と

認 め る と き は 、 期 間 を 定 め 、 日 本 海 ・ 九 州 西 海 域 に お い て 遊 漁 者 に よ る く ろ ま ぐ

ろ （ 大 型 魚 ） の 採 捕 を 禁 止 す る 旨 、 公 示 す る 。  

⑷  遊 漁 者 は 、 ⑶ の 公 示 に よ り 、 く ろ ま ぐ ろ （ 大 型 魚 ） の 採 捕 が 禁 止 さ れ た 期 間 中

は 、 日 本 海 ・ 九 州 西 海 域 に お い て く ろ ま ぐ ろ （ 大 型 魚 ） を 採 捕 し て は な ら な い 。

く ろ ま ぐ ろ （ 大 型 魚 ） を 意 図 せ ず 採 捕 し た 場 合 に は 、 直 ち に 海 中 に 放 流 し な け れ

ば な ら な い 。  

 

４  指 示 の 有 効 期 間  

  こ の 指 示 の 有 効 期 間 は 、 令 和 五 年 四 月 一 日 か ら 令 和 六 年 三 月 三 十 一 日 ま で と す る 。 

 

５  そ の 他  

  こ の 指 示 の 実 施 に 関 し 必 要 な 事 項 に つ い て は 、 委 員 会 会 長 が 別 に 定 め る と こ ろ に

よ る 。  
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